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委員長が開会を告げ、傍聴の許可をし、議事日程について説明する。 

 

●日程１．付託案件審査について 

 １）議案第５号 恵庭市高等学校等奨学金支給条例の制定について 

 

【質疑】 

① 私のほうから順次質疑をさせていただきます。六つありますので、よろしく

お願いします。まず、奨学金の目的ですけれども、第１条にあるとおり、大き

くは二つあると考えています。一つは、学業成績が優良にもかかわらず、経済

的な理由によって就学することが困難な生徒に対して、もう一つは、不登校等

だった生徒が高校から前向きに頑張ろうという意志のある生徒に対してとい

うことであります。そこで、確認なんですけれども、２条の支給要件でも触れ

ていますが、経済的理由のある者というのは、具体的にどのような条件を対象

と考えているのか伺います。 

② 二つ目、前提として学業成績が優良にあるにもかかわらずとありますが、そ

のラインといいますか、成績の線引きはどのように考えているのか伺います。 

③ 三つ目、第２条の支給対象者についてですが、いろいろ条件が書かれており

ます。第１項では、該当となる進学先の学校も規定されていますが、例えばイ

ンターナショナルスクールとか朝鮮学校とか、そういったところは対象とな

るのか伺います。 

④ 四つ目、支給額の５,０００円についてですが、中間報告でも金額を示され

ておりましたが、改めてその金額を設定した根拠について伺います。 

⑤ 五つ目、奨学金の支給額に係って第３条の第２項に、予算の範囲内で支給す
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る者とされています。ということは、予算を超えて申請があった場合は、予算

内に収まるように条件を満たしていても認定されない方が生じるということ

もあるのか、参考までにどの程度の人数になるのか伺います。 

⑥ 六つ目、最後になりますが、日本国籍を持たない外国籍の高校生にも適格要

件を満たせば支給されるのか伺います。 

① 私から、川股委員の６点の質問にお答えしたいと思います。まず１点目の要

件として経済的な理由の条件としては、本市の就学援助基準世帯の準要保護

世帯のうち非課税世帯を除くという基準で考えております。就学援助基準世

帯のうち非課税世帯を除くとしましたのは、北海道においては非課税世帯を

対象とした奨学金制度がありますことから、それと重複することがないよう、

ある意味、そこをカバーされていない世帯を恵庭市で支援しようという考え

方であります。 

② 二つ目でございますが、２点目の奨学金という制度ですので、学業成績が優

良であることということを条件としてございますが、検討会議でも議論して

いただきまして、基準については、近隣の自治体の基準も参考にしつつ、中学

校３年生時の全教科の５段階評定で平均３.０以上という形で基準を設ける考

え方でございます。 

③ ３点目の奨学金の対象となる学校についてでございますが、第２条の第１

項にありますとおり、学校教育法の第１条に規定する高等学校等となります

ので、インターナショナルスクールについては第一条校に認定されている場

合も若干ございますけど、多くは認定されていないという状況で押さえてお

ります。また、朝鮮学校については第一条校とはなってございませんので、対

象には該当しないということになります。 

④ 次に、４点目の支給額を月５,０００円としたという考え方についてですが、

国による授業料の高校無償化が図られていることなどから、授業料以外の教

育諸経費に充てていただくという考え方がまずございます。教育諸経費の状

況ですが、市内の高校の私立高校ですと１０万円を超えてきますけれども、市

内の公立高校の平均ですと、こちらで調べた結果、年６万１,３８８円となり

まして、また、近隣市の奨学金支給額とのバランスも取って、市内の公立高校

の平均が約６万強ということで、月当たりに換算して５,０００円という設定

にしました。 

⑤ 次に、５点目の支給対象者の見込みですが、対象とする世帯を就学援助基準

世帯のうち非課税世帯を除く世帯ということにしておりますので、こちらの

実績を鑑みまして、まずは奨学金の運用を初年度は高校１年生からと考えて

ますが、そこに当てはめますと、初年度５０人程度と見込んでおります。その

際に、仮に見込み以上に申請があって、かつ基準を満たしているということに

なりましたら、予算の範囲内となってますが、対応できるように補正予算等を
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財政部局とも相談して、判断してまいりたいと考えております。 

⑥ 最後に、日本国籍を持たない外国籍の高校生も要件を満たせば支給される

のかという御質問ですが、外国籍の方でも、申請時に恵庭市内に住居を有して

まして、かつ住民基本台帳に記録されている方は、奨学金の支給要件を満たし

ているということで支給対象となります。その際には、中学校３年生時の評価

ができるものも必要となりますが、条件を満たせば支給対象となるというふ

うに考えてます。以上になります。 

⑦ ①まず一つ目ですけれども、非課税世帯を除く世帯であるということです。

経済的理由でというのについては、所得の多さとかではないんですか。例え

ば、２,０００万円世帯で収入があります。しかし借金が１,８００万あって、

支払いに困っているような状況、生活も大変だという場合も含まれてくるの

か、あるいはそういったレアなケースについては委員会の規則等を精査して、

そちらのほうで審査の対象をしっかりしていくのか、まず伺います。 

⑧ ⑤次に、５問目の質問の再質なんですけれども、初年度は高校１年生で約５

０人程度と見込んでいらっしゃるという説明でした。そうすると、運用は２年

目は１００人、学年が新しく加われば、３学年で３年目は１５０人程度を見込

んでいるということになると思いますけれども、そういった考え方でいいの

か、予算の額も３倍かかってくるということになると思うんですけれども、そ

れは次年度、その次とさらに未来の話ですから、予算を計上していけばいいん

ですけれども、そういったふうに考えておられるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

⑨ ⑥最後、国籍の関係で言います。第１条のところで、恵庭市に住んでいるこ

とが確実であって、住民基本台帳に登録され、いわゆる住民票を持ってる人

で、括弧書きで、かつ親、またはそれに準ずる人という文言があります。つま

りそれは何を指すかというと、例えば札幌の私立高校に通っている外国籍を

持つ子どもを、たまたま知り合いの恵庭に住んでいるおじいちゃん、おばあち

ゃんが扶養する、家で見るという中で、通学するようなケースであって、ただ

し生活的困窮の判断というのはその世帯ですよね、おじいちゃん、おばあちゃ

んは年金暮らしだとする、対象になりかねない、でも外国籍の子どもの外国に

いるお父さん、お母さんは億万長者、そういったケースもあり得ると思うんで

す。こういった部分も審査の段階で先ほど言ったようにしっかり規則の中で

網羅して、あくまでも純粋に困っていて勉学をしたいという意思のある人を

支援してあげるという条例ですから、中にはそうじゃないケースもあり得る

ので、そういう審査をしっかり規則の中でしていただきたいなというふうに

思っておりますので、そういったことについての御意見も伺います。 

⑦⑧ まず、１点目の経済的な理由としての条件ということで、経済的な部分の

状況をどう捉えるかという御質問だったかと思います。現在考えているスキ
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ームとしましては、先ほどお話ししたように、本市の就学援助基準世帯のうち

の準要保護世帯に対して非課税世帯を除くという基準、これをもって審査を

図るという考え方でございます。初年度の先ほどの見込みの話で、新１年生か

らというのは分かったけれども、２年目、３年目に、新２年生、新３年生を順

次対象としていくような形で考えているのかという御確認だったかと思いま

すが、川股委員のおっしゃるとおり、そのように初年度は新１年生、その新１

年生が２年生になりましたら当然対象となって、新たな新１年生も対象とな

るということで、３年目には３年生まで全てが対象というような段階を踏む

運用で考えてございます。 

⑨ さらにもう一つ、日本国籍を持たないケースの場合でということで、仮に日

本国籍を持たない場合であっても該当する質問のように私は受け止めました

が、例えば、恵庭市内に親族、祖父母がいて、実態として扶養ということで、

子ども、あるいは孫に当たる者が高校生として札幌にというような場合はど

うするのかということですが、一応あくまで規則としてはこちらの条例の定

めのとおり、親もしくはそれに代わる者が市内に住所を有して、基本台帳に記

録されている方でありましたら、経済状況を審査させていただいて、それをも

って判断したいと思っておりますが、いろんなレアなケースも生じるかもし

れませんので、その場合は適宜きちんと踏まえて審査していきたいというふ

うに考えていきたいと思います。今時点でそのようなスキームで考えてござ

います。以上になります。 

⑩ ⑦⑧⑨ありがとうございます。あくまでも日本国内でのおじいちゃん、おば

あちゃんの合算所得が基準になって、就学援助の対象となる所得収入という

基準になると思うんです。さっき言ったように、外国人の親が外国に住んで

て、物すごいお金持ちであっても、そういった人は申請しないと思うんですけ

ど、例えばそうであっても、学校側から勧められて、こういう制度あるよ、お

じいちゃん、おばあちゃんに書類が来て書いて出す、対象になるということは

あり得ると思うんですね。そういった部分はやっぱり審査の中で精査してい

ただきたいなと思っております。それからもう一つ、１年、２年、３年とこれ

から進んでいきますけれども、約５０人と見込んでいても、年の途中で子ども

の移動があったりすると思います。移動すれば当然要件がなくなるんで支給

はなくなります。逆に、２年生の段階から編入されて入ってきた、そういった

子も要件に合致すれば対象となるのか伺います。 

⑩ 今の御質問ですが、確かに高校１年生に上がるときの段階での例えば経済

状況等は該当しないので申請しなかったけれども、高校に進学後に２年生、３

年生で家庭のもろもろの事情で該当するような変化があった、その際には申

請対象というか該当するのかということですが、そのようなケースも、その時

点で中学校３年生時の成績だとか、家庭の経済状況が確認できて、該当するよ
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うな状況でしたら支給対象となる、高校生の途中から成るということもあり

得るという制度設計になってございます。 

 

① 何点かお聞きしたいんですけど、今、一部川股委員から質疑があったので、 

そこの部分をカットしながらお聞きしたいと思います。まず１点目に、第２条

第１項第１号で、高等学校の種類については今質疑があったところです。一応

念のため確認なんですけれども、高等学校の所在地については、市内市外で何

か制限というのがあるのかというのをまず伺います。 

② ２点目について、今経済的事情については質疑があったところです。その中

でも若干あったかと思うんですけれども、所得については非課税というとこ

ろの基準があるということなんですが、資産の部分でいうと何らかの基準と

いうのが設けられているのかということを伺います。 

③ ３点目に、第２条２項のところで書かれていることですけれども、前項の規

定にかかわらず特に必要と認める者という規定があります。ここで想定して

いる前項の規定にかかわらない、特に認める場合というのは、どういったケー

スを想定されているのか伺います。 

④ ４点目にお聞きをしたいのが、金額の根拠については今御説明があったと

ころです。市内においてはということだったんですけれども、市外の高校も対

象になるということであれば、通学費というものを考慮した場合に、５,００

０円という金額は不足するのかなというふうに思うんですけれども、そうい

った交通費に対しての考え方というのを伺います。 

⑤ ５点目ですけれども、第６条のところで、基本的には支給期間については修

業年限とする一方で、特別な事情があると認めるときについてはこの限りで

はないという規定がされています。特別な事情というのはどういった場合を

想定されていて、規則の中ではどのように表現する予定であるのかというこ

とを伺います。 

⑥ ６点目です。第７条のところで廃止または休止の規定です。非常に重要なと

ころなのかなというふうに思うんですけれども、廃止になるのか、休止になる

のかということについては、どのようなケースではどちらの判断になるのか

ということをお聞きしたいのと、それは規則の中ではどのように規定しよう

としているのか伺います。 

⑦ 次に７点目ですけれども、第７条の第１項の第４号です。ここでは第２条に

定める資格を欠いたときというふうな表現がされていて、この条文を普通に

読むと、第２条の１号、２号、３号という要件を該当しなくなったときに廃止

または休止の対象となるというふうに読めるんですけれども、一方で、第２条

では第２項の規定があって、特に必要と認める場合については支給すること

ができるということです。となると、第７条第１項第４号の２条に定める資格
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を欠くという場合が、単純には１号、２号、３号の要件を欠いたときだけでは

読み切れないというふうに思うんですけれども、どういう場合に第２条に定

める資格を欠いたというふうになるのか伺います。 

⑧ ８点目ですけれども、同じく第７条の１項５号で、その他教育委員会が奨学

金を支給する必要がないと認めるときというふうな場合も、廃止または休止

となるということです。必要がないと認めるというのはどういったケースを

想定していて、それは規則の中でどのように規定されるのか伺います。 

⑨ ９点目ですけれども、第８条で奨学金の返還に関する規定がございます。こ

れについてはどのような場合に全部返還をしなければならないのか、どのよ

うな場合には一部の返還にとどまるのかということをまずお聞きをしたいと

思います。これについても規則の中でどういった定めがされるのか伺います。 

⑩ １０点目ですけれども、第９条の第２項です。奨学生の義務として、いずれ

かに該当するときは教育委員会に直ちに届けるということが規定されていま

すけれども、手続については規則で定めるということです。規則の中ではどの

ように定めようとしているのかということを伺います。 

⑪ １１点目ですけれども、規則委任ということで、１０条では、必要な事項は

教育委員会規則で定めるというふうになっています。今幾つかお聞きをして

きたんですけれども、それ以外で、規則で定められていることの主な内容とい

うのはどういったものを想定しているのか伺います。 

⑫ 最後に１２点目ですけれども、条例案ですとか、規則案について、教育委員

会の中ではどのような議論がされてきたのかということを伺います。 

① 柏野委員の今の御質問に順次お答えしていきたいと思います。まず１点目

の第２条第１項の第１号に係って高校等の所在地に制限があるのかという確

認ですが、こちらのほうについては特に制限は設けていないという理解にな

ります。 

② 続いて、経済的な理由の条件ということで、資産の部分についての規定は設

けているのかという御質問だったかと思いますが、資産についての規定とい

うことは設けているという形ではございません。 

③ 続いて、三つ目の第２条第２項、この規定に係るどのようなケースを想定し

ているのかという御質問ですが、こちら支給対象者の規定がその前段にござ

いますが、それにかかわらずということで特に認めるものという御質問です

が、例えば何かしらやむを得ない事情によりまして、住民登録上は、例えば恵

庭の住所になってないケースも、やむを得ない事情、合理的な理由があるとい

うようなことは判断の対象になってくることはあり得るのかな、あくまで想

定ですので、その場合の個別ケースでの判断にはなろうかと思います。 

④ ４点目の月５,０００円の支給についての通学費に対しての考え方でござい

ますけれども、今回の積算に当たっては、市内の高校の教育諸経費を参考とは
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しておりますけれども、あくまで積算の参考としてでありまして、参考とした

諸経費の内訳としては、例えば支給された奨学金でもって生徒会費に充てて

くださいだとか、教科書代に充ててくださいというような、使う使途をしてい

るわけではございませんので、あくまで積算の参考としたもので、支給させて

いただいた中で、それぞれの御家庭の状況に合わせて活用していただければ

という考え方でございます。この諸経費については、市外の高校でもかかる経

費というふうに捉えたものでございます。通う学校によってはそれでは足の

出る方もいらっしゃるかと思うんですけれども、一定程度の支給金額として

はまず妥当な金額であるというような検討会議の中でも議論されて、このよ

うな金額設定とさせていただいた経緯がございます。 

⑤ 次に、第６条の中で特別な事情とはどのような場合かというふうな御質問

ですが、奨学金の支給期間に係る条項ですけれども、正規の修業年限というふ

うに奨学金の期限を定めてますけれども、特別な事情があると認めるときは、

規則でも具体で定めることは想定はしてございませんが、例えば考えられる

こととして、特別な事情というものは生徒自身に責めを負うようなことでは

ないようなやむを得ない理由で、修業年限を超えて在学するような場合、それ

が客観的に見ても合理的に説明できるものであれば認めるというようなこと

の判断もあり得るのかなとは思うんですが、これについても個別に審査して

判断ということになろうかと思います。 

⑥ ６点目の第７条の廃止または休止できるというような場合、どのような場

合に廃止もしくは休止という判断ですが、奨学金の支給を廃止する場合です

が、奨学金の辞退というような申出がもちろん廃止ということになりますが、

退学した場合も廃止というふうになります。また、奨学金の支給の休止です

が、何かしらの理由で休学する、いずれ復学する想定で休学するということで

あれば、休学期間は支給の休止となります。その判断ですが、規則の中でとい

うことですが、本人の届出により教育委員会が判断するということとしてお

ります。 

⑦ 七つ目の第２条の定める資格を欠いた場合ということはどういう場合かと

いうことですけれども、その場合に第２条では、資格に、前後の規定にかかわ

らずという部分との兼ね合いという御質問だったと思いますが、基本的には

第２項がございますので、第２条の資格を欠いた場合、例えば経済的な理由が

ある者が、先ほど述べたような就学援助世帯の非課税世帯を除く世帯の対象

ということですが、申請時にはもちろん基準を満たしているか審査いたしま

すけれども、世帯状況については毎年確認させていただきますので、一年一年

確認する中で経済状況が変わり、仮に基準を満たさないということになれば、

奨学金の支給を欠いたということになり、支給廃止というような判断になり

ます。 
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⑧ 八つ目ですが、第７条第５号、その他支給する必要がないというのはどのよ

うなケースかということでございますけれども、これについてもその他とい

うことで、教育長が奨学金を支給する必要がない場合の想定としては、第７条

の上のほうで第１項から第４項までの中で廃止また休止の項目を挙げてます

けれども、それ以外で個別の事案や予測し得なかった状況に対応するために、

一定の判断ができるよう教育長の裁量として設けているものというふうに押

さえております。 

⑨ ９番目ですけれども、第８条の返還について、どのような場合が全部で、ど

のような場合に一部なのかというような規定ですけれども、奨学金の返還に

ついてですが、例えば、申請時点で虚偽の申請があった場合、支給後にそれが

判明した場合は、それまで支給した奨学金の全部が返還対象になるというふ

うに考えております。また、例えば年度途中で変更が生じた、その変更によっ

て支給対象とならなくなったような場合において、そのことが判明するまで

に既に支給していた月数分があった場合は、その分については返還対象にな

るというふうに考えております。 

⑩ １０番目の第９条についての１項に係って、移動が生じて届出の内容、規則

の規定ですが、こちらは規則の中で今考えていることは、休学届、復学届、そ

れに転学届に退学届、変更届というようなことで想定しておりまして、いずれ

かにより届出ということの場合は、規定の内容という御質問ですが、保護者と

の連名をもって届け出るものとして、変更を生じた日から１０日以内に提出

を求めるというようなことで考えてございます。 

⑪ １１番目の質問で、その他規則でどのようなものが定められているか、規則

が委任されている中でということで、基本条例で今御審議いただいている規

定に沿って、規則はそれを受けて、条例の中で定められた範囲や内容に基づい

て、大半を規則の中で必要な事項として具体に定めていくというふうに考え

てますが、条例で触れてない部分で規則の中で触れているものとしては、例え

ば、奨学金を受けている生徒の状況を明らかにするための奨学生の記録簿を

備え付けるというような項目を設けるというようなことで考えています。 

⑫ 最後になろうかと思いますが、教育委員会の中でどのような議論がなされ

てきたのかということですが、教育委員会の中では、この件以外も含めてです

が、これまで議会で受けた質疑については報告させていただいてますが、奨学

金に係る部分、今まで幾度か質疑を設けさせていただいているやり取りがあ

ったということもありますが、その都度報告させていただいています。また肝

腎の条例案については、１１月の定例教育委員会で議案として御審議いただ

きまして、今規則についても、この条例が議決された場合を前提としたもので

はございますけれども、その際に規則はどのようなものになるかということ

は、１２月の定例教育委員会で御審議いただいたところであります。その際に
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は教育委員会から、例えば今御質問のあったような月５,０００円の支給額に

ついての考え方や妥当性はどうなのかというようなやり取りなども、幾つか

いただいたところでございます。以上になります。 

①順次お聞きをしていきたいと思います。まず１点目については、所在地に

ついて制限がないということは分かりました。 

⑬ ②２点目です、資産の要件はないということですけれども、近隣の他市で同

様の奨学金を支給する条例を制定しているまちにおいては、資産要件を設け

ているという例があるようです。こういった部分については、経済的な事情に

よりというところからすると、対象としなくてもよいのではないかというふ

うに思うんですけれども、他市も参考にしながら検討してきた中で、そこにつ

いて設定をしなかった理由について伺います。 

  ③３点目は分かりました。 

⑭ ④４点目です。金額の算定根拠としては市内を参考としたということで、使

途については指定をしていないということではあります。一方で、等しく教育

を受ける権利ということを考えるのであれば、公平という観点から言えば、か

かる経費が多額になるのであれば、そこについては考慮するべきなのかなと

いうふうに思うんですけれども、そういった部分を入れなかった理由につい

て伺います。 

  ⑤⑥続きまして、５点目でお聞きしたことについては分かりました。６点目

についても分かりました。 

⑮ ⑦７点目なんですけれども、休止、廃止について、今御答弁の中では、毎年

判断をするということでした。御答弁の中で聞こえたのは、経済的な事情につ

いては毎年判断するというふうに聞こえたんですけれども、一方で、要件とし

て二つある中で、学業の成績という部分については毎年の判断は行わないと

いうことでいいのか伺います。 

⑧８点目が最良の規定であるということについては分かりました。 

⑯ ⑨９点目です、返還に関してなんですけれども、そういった状況の中で全部

返還と一部返還ということは分かったんですけれども、８条の書きぶりから

すると、返還させなければならないわけですから、何らかの休学なり、退学な

りする事情があったとして、それまでに支給したものについては必ず返還を

求めるというような規定だというふうに読めるんですけれども、この規定を

できる規定ではなくて、返還させなければならないという義務規定にした理

由をお聞きしたいのと、事情があって、例えば不登校の子が続けることが難し

くなって、休学だとか退学というものを選んだ場合にも、この規定上では返還

が必須になるのかなというふうに思うんですけれども、そこについての考え

方を伺います。 

⑩⑪１０点目については分かりました。１１点目も分かりました。 
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⑰ ⑫１２点目にお聞きをした教育委員会の中での議論として、奨学金の金額

だとかという部分についても意見があったということです、ここの部分につ

いては、教育委員会の中でも５,０００円という金額の妥当性、不足は生じる

のではないかというような御意見があったのかなというふうに思いますが、

そこについてそのような御意見はなかったのか、お聞きをしたいと思います。

あと、支給要件、先ほど川股委員の質疑の中では、場合によっては２年生から

でも支給対象となるというお話があったんですけれども、同様に、例えば入学

時に奨学金を受けずに入学して、高校入学後に不登校となった場合は、中学校

３年生時の成績要件というものは関係なく、２年生から、不登校から再び学ぼ

うとするという要件のほうで支給の対象となり得るのかということをお聞き

したいと思います。加えて、もう一点お聞きをしたいのは、２年時だとか、年

度途中、高校に入ってから支給を受ける場合の中で、成績の要件として、中３

時の成績を用いるということが妥当なのかということについて伺います。 

⑬ まず、１点目の経済的な理由の条件として、資産的な要件を設けてない理由

はということでございますが、検討会議でもそこの部分は深く議論はしては

いなかったですが、あくまで高校入学準備金等も既に本市は設けてございま

すけれども、それも踏まえつつ、支出の基準としては、先ほども言ったような

就学援助制度にのっとった形で、高校の奨学金も制度設計するというような

形の議論で組み立ててきたという経緯がございます。 

⑭ 二つ目の教育諸経費の中で交通費を入れなかった理由ということでござい

ますけれども、確かに市内の公立高校、あるいは私立も含めた市内の高校に通

うということに限らないという事情はありますが、先ほどお伝えしたように、

まず市内・市外の高校、いずれにしてもかかるものという共通的なものとし

て、諸経費というのはどの学校でもかかるというところをベースに考えて積

算した。その際に市外の高校も若干諸経費の部分を調べたりもしたんですが、

ある程度そこは遜色なかったということで、年間にして６万強というような

ところから月５,０００円ということで、諸経費をベースに考えたというふう

になっております。 

⑮ 資格要件の部分で学業については、申請時は中学校３年生時の成績だが、そ

の後学業のそのものは確認しないのかというような御質問でよかったでしょ

うか。これについては今考えているのは、やはり奨学金、恵庭市の公費からと

いう考え方から、きちんと受け止めていただきたいということで、一年一年レ

ポートを出していただくというようなことで考えております。ということで、

この先の抱負だとかというような形で、そちらを提出をお願いするというよ

うな形を考えております。 

⑯ 次に、返還についての考え方ですが、このようなケースがあれば全部または

一部返還しなければならないという義務の考え方、返還させなければならな
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いという義務の考え方でございますけど、基本的には公平性を担保するとい

うようなことを基本に考えて、このような表現となっているような形になっ

ています。 

⑰ 続きまして、最後になろうかと思いますが、教育委員会の議論の中で、例え

ば教育委員の中からでもこの５,０００円というのに対してどういう意見があ

ったかという部分については、確かに私ども事務局の説明不足もあったかと

思うんですが、ちょっと心もとないんではないだろうかというような御意見

ありました。ですので、改めて次の回の教育委員会の際には、始まる前ではあ

りましたけれども、始まった以降も、改めてこの部分の積算根拠については丁

寧に説明させていただいたつもりでございます。それを踏まえて、分かりまし

たというようなことで押さえていただいたというふうに踏まえております。

その中で、別の観点で場合によっては、中３の年度途中で奨学金の該当になっ

て申請する場合は、中３のときの成績が妥当なのかという御質問が１点と、も

う一つ、場合によっては、私の今の御質問の理解としては、高校進学後に年度

途中で不登校になって、その際に、入学時は中学３年生の成績をもって審査を

通り、中学校３年生時の不登校の３０日以上の欠席というようなことをもっ

て奨学金を受けたけれども、高校で不登校になった子を対象にするというよ

うなことは考えているのかという。 

中学生の申請時には不登校じゃなかったので申請してないけれども、高校に

入って不登校になって復学の意思もある方は対象になり得るのかという質問

です。 

今の制度設計上ではそのようなケースは想定していない形となってござい

ます。そのようなケースというのは、高校に進学してからの不登校をこの要件

に当てはめてという形では対応するというような設計にはなってございませ

ん。以上になります。 

⑭ 私から若干補足で説明させていただきます。まず２番、最初の金額設定のと

ころですけれども、条例の目的にもありますとおり、確保に資することを目的

としているということですので、不足する金額を全額補償するということを

そこまで最初から目的にした制度ではないということで、あくまで積算根拠

の一つであるということを御理解いただければと思います。 

 また、実際にあまり細かく規定すると精算行為が必要になってきたりとか、

そういったいろいろな課題も出てきて、申請する本人の負担も増えますし、ま

た事務の効率化という観点からも、あくまで積算根拠で一定の金額を支給す

るという決めにして、それに資するということを目指した制度で考えており

ます。 

⑬ なお資産については、恐らくで申し訳ないんですが、他市も本人からの申請

のみによるものと思うので、調査までは恐らくしないというふうに考えてい
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ます。なので、正直申し上げて実効性に乏しいということも考えられるかと思

います。 

⑮ また休学の７番のところでですか、学業の判断についてですけれども、やは

り中３のときのを使わせていただくというのは、高校に進学するときの状況

で判断するということで考えております。こちら検討会議でも議論になった

んですが、高校での成績を毎年判断すると、進学した高校でもそれぞれレベル

が違いますので、同じ成績を取れるかどうかということで、そうなるとまた違

った問題、算定方法も複雑になったりとかそういったことも考えますと、まず

成績は最初の資格要件のときでいいんじゃないかということで、経済要件さ

え変わらなければ、３年間行ってもいいのかなというふうに判断していると

ころでございます。私からの補足は以上です。 

⑱ ⑬まず１点目です。今次長の答弁で補足もあったところですけれども、実効

性に乏しいということでございました。とはいえ、経済的な事情ということを

要件とするのであれば、その他の書類の提出も求めることができるというふ

うにしているわけですし、そこについては一定の要件というのをかけた上で

実効性を高めていくような努力も必要ではないかというふうに思います。先

ほどの川股委員の質疑ではないですけれども、たまたま収入がその年ないだ

けだとか、そういった状況を考えると、全部が全部必要があるのかなというと

ころで疑問があるんですが、そういった実態の把握も含めて、ほかの方法と合

わせることによって可能性というのはないのか、再度伺います。 

⑲ ⑭２点目です。こちらについても補足をいただいたところですけれども、そ

もそも全額を保障することを考えていないということでした。とはいえ、事務

が煩雑になるからというのが今理由というふうに聞こえたんですけれども、

等しく教育を受ける権利ということを保障するのであれば、現行で考えてい

る金額設定というのは平等ではあるかもしれませんけれども、公平とは言え

ないというふうに思います。もし事務の煩雑さを考えるのであれば、細かく全

てを積算するのではなくて、例えば、ここからここまで交通費がかかりそうだ

というエリアだったら幾ら、市内だったら幾らというような二つぐらいの分

けをするぐらいであれば、それほど事務としても煩雑にならない中で、同じよ

うなことが実行できるのではないかというふうに思いますけれども、その点

についてお考えを伺います。 

⑳ ⑮３点目でお聞きしました学業の要件です。今補足をいただいた中では、進

学する学校によっても同じ成績が取れるかどうかということがありました。

とはいえ、今は高校においても相対評価ではないわけですから、進学先によっ

ても例えば平均３.０以上を取るということは、一定の学業に対して意欲を持

って臨むのであれば、十分可能なことなのではないかというふうに思います

けれども、手間が煩雑だからなのか、そういったところをあまりにも簡略化し
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てしまうと、本来の目的から外れてしまったとしても、そのまま奨学金の支給

が続いてしまうということにはなりかねないのかなというふうに思うんです

けれども、そこについてもう少し定期的な監督というものが必要ではないか

というふうに思いますが、最後、そこについて伺います。 

㉑ ⑯４点目の御答弁はちょっと不十分なのかなというふうに思うんですけれ

ども、公平性を担保するためにということでした。返還の規定があること自体

は私は問題だと思っていなくて、逆に真面目にやってきて、返還させる必要が

なくても、この規定であれば必ず返還対象となってしまうと思うんですよ。そ

れだったらこれはできる規定にしておかなければいけないのかなというふう

に思うんですけれども、どういうふうに読めば、返還させなくてもいい道筋が

残るのか、これだと修学年限の途中で退学をしてしまったら必ず、例えば３年

時に退学をしたら、１年生、２年生で支給されたものを一部でも返還させなけ

ればならないんじゃないですか。させなくてもいい理屈というのがこの条文

上読めないんですけれども、規則の部分を含めてどういうふうに読めるのか

ということを伺います。 

㉒ ⑰最後５点目では、高校に入ってからの不登校については想定していない

という御答弁だったんですけれども、今条例で書かれている内容からすると、

そこを除外するというふうには読めなくて、向学心があり学校復帰への意思

を有する者に対し奨学金を支給するというのが目的として書かれていて、支

給の対象者としてもそこを除外する、向学心があり学校復帰への意思を有す

るということしか要件としてはないわけですよね。ですから、高校に入った後

に不登校になって、その後復帰を目指している者を除外する規定というのは

どこから読み取れるのかというのを最後に伺います。 

⑱ 私からは最初の３点についてお答えいたします。試算のところで、事務の煩

雑さというふうには言ってしまいましたけれども、大きくは最初に言った二

つの理由で、まず実効性の乏しさ、あとは本人の負担軽減といったところも大

きいというふうに考えてございます。それは先ほどと変わりません。 

⑲ また、対象経費についてでございますけれども、こちらもそもそもの制度と

して全額不足するものを保障するという考えではございません。そういった

制度をつくるという最初からの考えであれば、手法については検討する予定

でありましたが、まずは一定額の給付型、他市町村でもやっているような給付

型の考えで制度をつくったところでございます。 

⑳ また、学業要件でございますけれども、中３のときの学業の成績で十分対象

となり得るかどうかということを判断できるという検討会議での御意見もあ

りまして、考えているところであります。どちらかというとレアかもしれませ

んけれども、もし高校に入って成績要件を満たさなくなったような方がいた

ときに、救済できるようにということもありまして、そこまでは問わないが、
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一旦中３のときの成績で判断できた以上、ほかの要件が変わらなければ３年

間頑張って行ってくださいという趣旨で、こういったところを決めていると

ころでございます。以上です。 

㉑ 私からは、返還の部分についてでございますけれども、先ほどの説明の中

で私言葉足らずだったのかもしれませんが、申請時に虚偽があった場合など

のケースは、判明した時点で全額というのをお話ししました。仮に何かしら

の理由で２年生、あるいは３年生で退学を途中でしたというような場合で、

こちらに申請報告がなく、４か月に１回の支給と今考えてますが、その際に、

退学後も支給した分については返還いただくということで、退学したことに

よって、遡って高校進学期間中の全部を求めるというようなことはございま

せんので、年度途中で変更が生じ支給対象とならなくなった場合、それ以降

の部分について仮に支給してしまった場合については、返還をしなければな

らないという意味合いでの規定になってございます。 

㉒ 条例の趣旨からすると、高校に入学後に不登校になった場合もということ

を除外する理由はということではありますが、基本的にはこの部分の議論も

あったんですが、中学校３年生時においての一つの部分において確認させて

いただき、それをもって高校進学後に改めて気持ちを入れて頑張りたいとい

う部分も救うような奨学金の条例にしたいという思いもありまして、その部

分を盛り込んだ次第です。その際の一つの判断としては、中学校３年生時の

状況をもって判断するというような形の議論となりました。以上になります。 

  今、柏野委員から質疑があった点の８条の返還の部分、この条文を読むと、

支給が廃止または休止したときは、支給した金額の全部または一部を返還さ

せなければならないということは、途中でそのような事態が生じたときは、

よろしいですか。 

  条例では１０条の２に該当します。返還を求める際にも、通知書等を送る

ということを規則の中で決めておりますので、その際に一部なのか全部なの

か、そういったことを個別具体の事項を検討して決定して、本人にお知らせ

するという仕組みになってございます。 

  あと、最後の質疑の部分です、進学後に不登校になった場合にそれを除外

するというのは。 

  こちらは条例の第１条、まず高校に修学することが困難な生徒を支援する

制度となってございます。 

  今の御答弁がもしそうだとするならば、逆に経済的要件で２年目からとい

うのが対象とならなくなってしまうのではないかという懸念があるんですけ

ど、整合性はどう取るか伺います。 

  経済要件につきましては、少しでも救いたいということで考えてございま

す。なお、実は規則のほうに、不登校につきましては細かい規定がございま
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して、中学校３年時においてということの規定を定めることになってござい

ます。当然こちらも議論はあったのですけれども、まず中学校で不登校にな

っていた子が、高校進学を機に学校に行けるようになるというところを応援

したいということでその制度を考えてございます。 

  なお、経済要件につきましては、一旦は行ったんですけれども、当然経済

要件等で継続できない場合も支援したいというような議論があった中で、制

度として考えてございます。以上です。 

 

本案の取扱いに関し、各委員の御意見を伺いたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

 （「異議なし」との声あり） 

異議なしと認めます。継続審査か採決か、採決の場合、可決か否決かも含め

順次発言願います。松島副委員長からお願いいたします。 

採決し、可決でお願いいたします。 

今柏野委員からもるるありましたけれども、私も先ほど言いましたように、

規則の中で細かいことについては今後対応してもらいたいと思います。そうい

ったことができるという前提で、採決して可決、お願いします。 

目的について、非常にこちらのほう賛同いたしたところです。様々な質疑が

あったところですけれども、私としては採決で可決でお願いしたいと思います。 

基本的な趣旨、目的については賛同するところですので、予算編成に向けた

時期ということを考えたときに、今回採決して可決するということに異論はな

いわけなんですけれども、今質疑の中で明らかになったように、幾つかの課題

があるのかなというふうに思っておりまして、そこについては例えば委員間で

協議した中で附帯決議をつけてというような形が望ましいというふうに考えて

おります。以上です。 

採決、可決でお願いします。 

それでは、全員が本案を採決し、原案可決すべきとの意見でございますので、

お諮りいたします。 

本案については討論を省略して、原案を可決すべきものと決定することに御

異議ございませんか。 

 （「異議なし」との声あり） 

異議なしと認めます。 

したがいまして、本案は可決すべきものと決定しました。 

今、柏野委員から、原案可決ではあるが、附帯決議をつけるべきという御意

見がございましたけれども、この附帯決議については、この後、委員間協議の

中で議論させていただければと思いますので、よろしくお願いします。 
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●日程１．付託案件審査について終了 

 

   １１時０６分 休憩 

   １１時１５分 再開 

 

●日程２．所管事務調査について 

 １）報告事項 

  ・事故等発生（処理）報告について 

 資料説明 事故等発生（処理）報告について 

 

【質疑】 

なし 

 

 １）報告事項終了 

 

●日程２．所管事務調査について終了 

 

●日程３．総務部関連 

 １）報告事項 

資料説明① 次期「恵庭市強靱化計画」素案について 

資料説明② 第二次恵庭市デジタル化推進計画策定について 

資料説明③ 電子契約システムの導入について 

資料説明④ 旧恵庭市民活動センターの解体について 

 

【質疑】 

① ２点だけお聞きしたいと思います。資料ナンバーの１です。ページで言うと

下のページ番号で１１のところです。緊急輸送道路等の整備に関する記述、以

前からあったということなんですけれども、緊急輸送道路等というのは、国道

とか道道だけではなくて、市道も含まれるのかなというふうに思うんですけ

れども、この整備の状況というのは、現状でどういうふうになっているのか伺

います。 

② もう一点は、細かい話なんですけれども、３３ページのところでして、下の

ページ番号が振ってある３３というところです。地域コミュニティの機能低

下が懸念されるものとして指摘をされている中で、最後の地域コミュニティ

機能の維持、活性化の丸の二つ目では、恵庭市観光振興計画において規定して

いるグリーンツーリズムの充実という記載があります。今第３期の観光振興

計画の策定を進めている中で、グリーンツーリズムに関する記述がなくなる
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ものだというふうに承知をしておりますので、ここについては調整を図って

いただければということで伺います。 

① 柏野委員の御質問２点ということで、一つ目の緊急輸送道路のお話であり

ますけれども、防災拠点などへのアクセスのための道路、こちらも緊急輸送道

路という定義になっております。したがって、国道・道道だけでなくて、市道

においても物によっては、場所によっては緊急輸送道路となってる部分があ

りますということで、例えば各駐屯地に至る道路は、大規模災害のときの防災

拠点になったりしますので、緊急輸送道路として扱われている、そういった部

分もあります。 

② 二つ目の御質問ですけれども、グリーンツーリズムの件ですが、今各課のほ

うにも最終的に確認をお願いしているところですので、そこのほうでこれは

要らないということになれば、今後削除されていくものというふうに認識し

ております。回答は以上です。 

③ ①緊急輸送道路に指定されている市が管理する橋梁に関する記述があった

かと思うんですけれども、市が管理している橋梁の中で、緊急輸送道路に指定

されている箇所というのはあるのか伺います。 

③ 私の手元にある資料では、橋梁ということでは川にかかっているものじゃ

なくて跨線橋も。跨線橋ですと川沿通のところと認識してまして、そちらのカ

テゴリーで、たしか整備を進めていたというふうに記憶しております。 

 

① それでは、デジタル推進計画の関係ですけれども、言葉の中にＩＣＴという

言葉がたくさん出てきているんですけれども、情報と通信を混ぜたものをＩ

ＣＴというふうに僕は理解していました。最近特に話題になっている生成Ａ

Ｉとか新しい分野のことについて、あまり文書的に触れられていないなとい

う気がしてたんですけれども、計画の中では言葉の中に包括的に盛り込んで

進めていくのか、そうでないのか、その辺りの見解を伺います。 

① ＩＣＴの推進についても事業としては組んでおりまして、文言としては入

れてないんですけれども、個別具体の事業の中にはＩＣＴの推進といった取

組も入っております。 

② 働き方も含めて、例えば最近すごく多くなってきたのは、商品を買ったり、

その問合せや、あるいは質問をオペレーターじゃなく、コンピュータが答えて

くれる、電話をかけると何番を押してくださいみたいな選択をしていって、最

後の最後にオペレーターにつながるようなこと、であれば、例えば役所内でも

市民課の問合せやそういったものに対しても生成ＡＩを使っていけば、業務

の負担の効率化が図られたり、いろんなことが考えられると思うんです。今回

特に質問でずっと突っ込んでやりたかったんですが、時間がなくてできなか

ったんですけれども、そういったことも含めて、この計画の中でしっかり受け
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止めて、進めていただきたいと思い、伺います。 

② 生成ＡＩの取組につきましては、令和５年度からトライアルのほう、サービ

スのほうを実施しておりまして、今後どういった分野に使っていくことが有

効なのかといったところの検証をもって、全庁的に取り組んでまいりたいと

思います。 

 

① ナンバー１の強靱化についてですが、２６ページに野生鳥獣の件ですが、今

熊の被害というのが全国的に大変問題になっているんですが、エゾシカは出

てくるんですけれども、熊という文言を入れなくていいものなのかどうか、長

期的に長く計画を使いますので、ちょっと御検討願えないか伺います。 

② それから、ナンバー４の市民活動センターの解体についてですが、建物の解

体が令和８年ということで、敷地全体の土地の面積はどのぐらいあるのか、そ

れから、駅前の非常に立地条件のいいところですから、その後の構想という

か、計画というか、そういうものを模索しているのかどうか、今の段階で言え

る範囲で伺います。 

① それでは、武藤委員の御質問で、森林の整備保全というところのエゾシカと

いうのを例示してますが、熊も含めるべきではないかという御意見について

であります。ここで出しているのは、森林の持つ防災減災にどのような役割を

果たしているかというところがまず前提にありまして、エゾシカ、木の皮とか

を食べてしまうわけです、結果として木が立ち枯れる、立ち枯れてしまった木

が、最終的には何本も木が失われることによって土砂の流出などにつながっ

てはいけないということをここでうたっておりまして、例えば熊がもしそう

いう影響を及ぼすのであれば、ここには入ってくるかなと思います。生活環境

部の意見も聞いた上で、また検討してまいりたいと思います。 

② 先ほどの敷地全体の土地の大きさということですが、建物の面積しか今持

ってきておらず、後ほどお答えさせていただきます。申し訳ございません。 

② 学び館の跡地利用の考えについての御質問なので、企画振興部のほうから

答弁させていただきます。さきの一般質問でも御答弁しておりますが、学び館

の解体後の利用につきましては、一応サウンディング調査等々を実施し、事業

者の活用を期待したいというふうに考えております。また、工事解体契約中に

おきましても、そういった御意見があれば、柔軟に対応したいということは一

般質問の中でお答えさせていただいておりますので、そういった対応をして

いきたいというふうに考えております。 

  ①ありがとうございます。エゾシカは木を食べちゃうんで、国土強靱化には

被害が出るだろうという発想だというので、分かりました。熊は木に傷はつけ

るんでしょうけど、そういう意味では、食べるほどではないのかなということ

だと思いますので、分かりました。 
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②それから、学び館については、土地の面積は今資料を持ってないというこ

とですが、部長のほうからお話ありました、これから検討するということです

から、ぜひまちの発展に役立つような使い方をぜひお願いしたいと思います。

以上です。 

② 先ほどの敷地のお話ですが、３,８０１.２５平方メートルとなっておりま

す。 

 

１）報告事項終了 

 

 ２）その他所管事務調査について 

 

追加報告案件資料説明 令和７年１１月１日暴風警戒体制状況等（報告） 

 

【質疑】 

① １点だけお聞きをしたいんですけれども、被害状況について別紙のほうで

詳しい箇所の説明があります。通行可否については全て通行可という表記に

なってはいるんですけれども、それぞれどのくらいの水深の状況になってい

るのかということを伺います。 

① それぞれ水深の程度、どのくらいだったかという御質問ですけれども、時間

によって水深が深くなっていく、遅い、早いもございますし、パトロールで所

管が到着して処理したタイミングの時点の水深等詳細な報告はいただいてい

ないので、手元では確認はしてございません、もし必要があれば所管に確認し

たいと思います。 

② 通行が不可になるのは、水深で言うとどのぐらい、５０センチを超えるとこ

ろなのか、５０センチに至らなくても通行不可となるものなのか、どのぐらい

か伺います。 

② 通常５０センチを一応の基準としておりますが、５０センチだと確実に車

で通るとエンジンに水が入ります。したがって、最初に判断し始めるのは、

大体現場では二、三十センチ程度から増えるようであれば、多分通行止めに

は現場の判断でやってると思われます。先ほど柴田課長の答弁にもあったよ

うに、もし現場に行って、既に水が引き始めているとかいったらまた話は別

なんでしょうけれども、行ったときに二、三十センチでもまだ増え始めてる

な、さらに水かさ増してるなということであれば、恐らく通行止めをかけて、

泥を排除したり、水が流れるような処置をしたりすることで通行を確保する

という処置になっているというふうに認識しております。ただ、何センチに

なったから通行止めというそういう明確な基準が明文化しているものではあ

りませんというところです。 
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③ もともと想定している計画降水量から見ると、大分少ないのかなというふ

うに思うんですけれども、そういう中でも道路冠水が発生していて、仮に通行

が不可になるとすると、３０センチとかだということです。でも必ずしもハザ

ードマップ上で５０センチとかというところじゃないところで、例えば１、

３、４、７、１０、１１とかというところで言うと、本来であれば計画水量が

降ったとしてもならないような場所でも、一定の冠水が発生しているという

状況を考えたときに、何か別な要因があるものなのかということを最後に伺

います。 

③ 道路に水がたまる要因としては、やはり局地的な凹凸といいますか、高低

差というのが結構影響しております。洪水のハザードマップとかで色がつい

てるところというのは、実は局地的な凹凸は、あまり計算というか、シミュ

レーションの数値の材料には入っておりません。大きく地形の例えば地図の

等高線とか、そういったものからシミュレーションしている部分があります

ので、例えば漁川が上流の辺りであふれたときに、市内をどのように水が流

れていくかというようなレベルでつくっているのが洪水ハザードマップで

す。一方で、柏野委員御指摘のように、例えばここの道路がピンポイントで

なぜ水につかるのか、周りよりも低いからです、簡単に言うと。そういった

場所は今大体この辺はいつも水につかるねというのは、我々データとしては

ある程度そろっているものですので、どこかの段階で何かお出しできるもの

があれば出すということはあるかもしれません。ただ、明確に何センチ水に

つかったら通行止めにするとか、そういうところは明文化した基準はないと

いうのが現状であります。 

 

 ２）その他所管事務調査について終了 

 

●日程３．総務部関連終了 

 

   １１時４７分 休憩   

   １１時５２分 再開 

 

●日程４．企画振興部関連 

 １）報告事項 

資料説明⑤ 恵庭市行政改革大綱２０２６（案）について 

資料説明⑥ 恵庭市立地適正化計画（素案）について 

資料説明⑦ 宅地造成及び特定盛土等規制法の適用について 

           

   １２時０５分 休憩   
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   １３時００分 再開 

 

【質疑】 

① ナンバー６、ページ数で言うと６ページ。届出制に関することなんですが、

届出は住宅の開発建築や誘導施設の整備などを制限するものではありません

が、市と協議調整が不調となった場合には、届出者へ勧告を行うことがある、

ここの項目なんですが、勧告が出て従ってくれる場合はいいんですけれども、

従わない場合はどういうふうになるか伺います。 

① 勧告については、強制力が伴わないものでして、あくまで市として規制に至

った経緯等を丁寧に説明して、できるだけ御理解いただくというようなとこ

ろになります。罰則とか、許可しないということまでは、この法律の中ではで

きないものと考えております。 

② できないということは法律で勧告までしかできないということなんですか。

市が例えば、勧告に従わない場合には、さらに上に進んだペナルティを与える

ようなことは法律で禁止されているということか伺います。 

② 別の法律等で規制があれば当然できるんですけれども、立地適正化計画の

中ではあくまで勧告までということで、それ以上の規制はこの法律の中では

できないという状況です。 

③ 立地適正計画の中ではできないということは、市で例えばやれる可能性が

あるということですか、それとも法律的にくくりがあってそれは絶対できな

いということなのか伺います。 

③ 立地適正化計画の中ではあくまで届出という制度を取ってとどまっている

ところです。さらに都市計画等でそういったものを建てられないとかという

法規制までいけば制限はできるんですけども、今の立地適正化計画の中だけ

ではできないということです。別の法律に基づいてもし規制があれば、規制

していくことが必要になるかと考えております。 

④ ということは、立地適正計画の中ではできないけれども、都市計画では勧告

に従わない場合にはそういうことを法的に抑止することが可能だということ

でよろしいか伺います。 

④ 都市計画の中で決定している事項であれば、こういったものはこの地域に

は建てられないというような規制ができているものに関しては当然許可も出

ませんし、是正措置もしていかないといけないという状況になります。 

 

① 資料ナンバーの５と６について、何点かお聞きをしたいと思います。まず資

料ナンバーの５のほうなんですけれども、最後のページ１１ページに体系一

覧というのが載っておりまして、この中の３番の公共施設マネジメントの推

進として２項目が挙げられています。細かい記述については６ページのとこ
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ろに記述がされておりまして、例えば公共施設の適正配置であれば、将来の財

政負担の軽減平準化のために適正配置を進めていくということだとか、イン

フラの長寿命化計画であれば、優先順位をつけて計画的に更新をするという

ことが書かれています。こういう視点で考えたときに、ゼロカーボンに関し

て、地球温暖化対策実行計画の事務事業編についても、公共施設マネジメント

の中に位置づけをして、行革としても管理をしていく必要があるのではない

かなというふうに考えるんですけれども、この点についてのお考えをまず伺

います。 

② ２点目なんですけれども、見開きで６ページ、７ページで開いていただいて

いる７ページ側です。民間活力を活用したまちづくりの推進ということで、従

来書かれていたようにＰＰＰの推進という記述がございます。これが８ペー

ジのほうまで行って記述が細かく書かれているんですけれども、人口減少や

少子高齢化というものを前提としながら記述がされているんですけれども、

むしろこれからの１０年間ということを考えたときに、労働力人口の減少で

すとか、この間の資材価格だとか、人件費の高騰というような状況を考える

と、必ずしも官民連携というものが最適解ではないのではないかなというふ

うに思うんですけれども、それを踏まえると、この記述というものは妥当なの

かということを伺います。 

③ 続きまして、ナンバー６の立地適正化について７点お聞きをしたいと思う

んですけれども、まず１点目に４ページです。居住誘導区域の設定がされてい

る中で、居住誘導区域に含まない区域として、囲みの中に何点か記載がありま

す。囲みの中の下から２番目に、環境緑地保護地区という記述がありまして、

恵庭市としては市の条例の中で、例えば南島松の開拓記念公園環境緑地保全

地区というのを設定しています。北海道の条例で指定をしている豊栄神社で

すとか島松神社については、除外する地域として赤い枠から外れているんで

すけれども、市の条例で設定をしている開拓記念公園についてはこのエリア

に含まれているということで、これについては居住誘導区域から除外をする

べきではないのかなというふうに思うんですけれども、その点についてのお

考えを伺います。 

④ ２点目に、同じく居住誘導に関してなんですけれども、今武藤委員から質疑

があったとおり、あくまで強制力がないというお話もございました。そういっ

たことを考えたときに、居住誘導区域の範囲として、現在人が住んでいない地

域、人口密集地となっていないような地域については、あえて居住を誘導する

必要性というものは薄いのかなというふうに考えるんですけれども、そうし

たときに、例えば南島松の郷土資料館の裏ですか、ソーラーパネルが敷設され

ている地域ですとか、白樺町の恵庭南高校の周辺といったような地域という

のは、居住を誘導するような必要というのはないのかな、少ないのかなという
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ふうに考えておりまして、こういった地域についても居住誘導から外すべき

なのかなというふうに思いますけれども、その点についてのお考えを伺いま

す。 

⑤ ３点目です。同じく居住誘導なんですけれども、資料では本編のほうです、

別添資料１のほうの９－５というページを見ていただきますと、ハザードマ

ップの洪水における計画規模、１００年に一度の大雨が降った場合の水深が

どうなるかという図が示されております。この中では最大水深３メートル未

満の洪水浸水が想定されている区域もあるけれども、その地域については、居

住誘導区域に含めるというような書かれ方がされています。先ほど総務部の

ところの質疑でもあったんですけれども、必ずしもこれとは一致しないよう

な形で道路が冠水するような状況もあるというようなことを想定したときに、

一定以上の浸水深が想定される区域については、居住誘導から外すべきなの

ではないかなというふうに思うんですけれども、ただ３メートル以上を全て

除外してしまうと、かなり少なくなってしまうので、例えば、２メートルです

とか１メートルだとかの浸水深以上については、居住誘導から除外をすると

いうような考え方が取れないものなのかということを伺います。 

⑥ ４点目です。元の資料に戻っていただきまして、５ページの都市機能誘導

区域です。３駅を中心に都市機能を誘導していくという基本的な考え方につ

いては賛同するところです。ただ、駅周辺を見てみますと、恵庭駅周辺にお

いては、地域拠点というのが恵庭駅の南側というか、西側に偏っていて、恵

庭駅の北側、東側については非常に狭い範囲でしか都市機能誘導区域が設定

されていません。沿道に商業施設が集中しているということは現状としては

分かるんですけれども、将来のコンパクトシティを考えていくときには、恵

庭駅の北側のほうにも、都市機能誘導区域を設定するべきではないのかなと

いうふうに考えるんですけれども、その点についてのお考えを伺います。 

⑦ ５点目、同じく都市機能誘導の関係です。同じ５ページの下の誘導施設の

図を見ますと、幾つかの施設、医療ですとか、商業ですとか、福祉ですとか、

生涯学習ですとかの施設が書かれています。これについては設定する上で、

関係部局との調整も必要だ、関係部局とも調整を図った上で設定することが

望ましいというふうにされております。としたときに、例えばなんですけれ

ども、商業施設については３,０００平米以上の生鮮食品を扱う小売店舗とい

うことで限定されています。現状で言うと、３,０００平米を超えるというと

大店舗よりもさらに狭い条件になってますし、なおかつ、生鮮食品を取り扱

っているという条件でかなり限定されてしまうと思うんですけれども、将来

的な市民の暮らしを考えたときには、例えば２,０００平米だとか１,０００

平米以上で食品を扱うとか、いろんな考え方があったと思うんですけれども、

どういうふうな商業労政部門との調整の下に３,０００平米以上の小売店舗
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というふうな設定にしたのか伺います。 

⑧ 同じく誘導施設の中で、サービス付き高齢者住宅というふうにかなり限定

された書き方をしています。福祉を考えるのであれば、現行の第９期の高齢

者福祉介護保険事業計画の中でも、必ずしもサービス付き高齢者住宅という

のが不足しているような状況ではないのかなというふうに思うんですけれど

も、これについても福祉部局とどのような調整の上でサービス付き高齢者住

宅というかなり限定した誘導施設の設定を検討されたのか伺います。 

⑨ 同じく誘導施設の中で、生涯学習施設の中では社会体育施設として体育館、

水泳プール、運動場などが記載されています。しかしこれについては地域拠

点の中には誘導せず、沿道拠点である国道３６号線沿道にのみ誘導するとい

うことにしています。社会体育施設の中には水泳プールも含まれるというこ

とですから、例えば今恵庭市で言うと、恵み野地区に民間のプール施設があ

って、将来的にそういった社会体育施設を誘導するのであれば、沿道地区よ

りも、むしろ地域拠点である駅周辺に誘導するという考え方があるのかなと

いうふうに思うんですけれども、これについてもなぜ沿道施設に誘導すると

いうふうにしたのか、所管部局である健康スポーツ課などとの調整がどうい

うふうになってこういうふうな規定になっているのか伺います。 

⑩ 誘導施設の最後ですけれども、医療施設の中で産婦人科というものがあり

まして、地域拠点の３駅周辺ということで設定されています。産婦人科が駅

周辺に立地をするということは望ましいことなのかなというふうに思うんで

すけれども、一方では、かなり北海道の医師確保計画だとかそういったもの

とも関連が出てくるのかなというふうに思います。実際に国土交通省が示し

ている都市機能誘導区域の設定における話の中では、医療施設を誘導施設と

して定めようとするときは、医療計画の策定主体でもある都道府県との医療

部局との調整が必要となるということが書かれております。これについては

北海道の保健福祉部などとの調整というものがどのように行われているのか

伺います。 

⑪ 最後に、全体を通して見たときに記載がない部分で立地適正化計画として

考えたときに、特定用途誘導区域の設定というのが可能だというふうに思う

んですけれども、この中でも二次医療を守っていくために、３駅周辺に医療

機関を誘導していこうという考え方があって、現状も駅周辺で医療機関に関

する計画だとかがある中で、例えば特定用途誘導区域を設定することによっ

て、医療機関をしっかり地域としても支えていこう、容積率の緩和をするこ

とで、より経営を安定させていこうというような考え方は取り得ないのか伺

います。 

① 私のほうからは、資料ナンバー５、７ページから８ページにかけまして、Ｐ

ＰＰの推進のところで、必ずしも官民連携ということが最適解ではないので
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はないかといった御質問について、お答えさせていただきます。こちらにつき

ましては、官民連携というのは事業を進めていく上での選択肢の一つとして

考えておりますので、個別事業ごとに検討の上、メリット・デメリットを踏ま

えた上で進めていくべきものというふうに考えてございます。 

② もう一点、公共マネジメントの推進のところで、ゼロカーボンに関する記述

を公共施設等総合管理計画のほうに盛り込んではいかがかといった質問かと

思います。委員お話しされたとおり、ゼロカーボンに関しましては、第６次恵

庭市地球温暖化対策実行計画の事務事業編で触れられておりまして、公共施

設等総合管理計画につきましては、施設の更新、統廃合、長寿命化を主な目的

としており、ゼロカーボンの取組はその一部として位置づけられております。

ゼロカーボンにつきましては事務事業編で触れられておりますので、公共施

設等総合管理計画には盛り込まないということを所管課に確認しております。 

③ 私からは、ナンバー６の立地適正化計画の関連での回答とさせていただき

ます。まず、居住誘導区域から除外するエリアとして緑地保全の関係でござい

ます。こちらにつきましては、市の条例の中で、南島松の開拓記念公園等の箇

所についてを他の道の条例とも合わせまして、居住誘導区域に指定しない方

向で検討していきたいと考えております。 

④ 二つ目、郊外部の未利用地の部分でございます。南島松郷土資料館の辺りで

あるとか、南校の辺りでございます。御指摘の土地は、既存の市街化区域内で

あるということで、都市計画法上の位置づけがある地域になっておりまして、

現時点で除外してしまうと、将来的な開発事業等があった際にも区域の見直

し等に時間等もかかり、迅速な教育の妨げになる可能性があるということも

ございまして、また、新市街地の話等も今後考えているところでございますの

で、今回につきましては除外をしないで、区域内として設定したいと考えたと

ころです。 

⑤ 次に、浸水地域についてでございます。こちらも確かにおっしゃるとおり

で、安全面に関しては非常に重要なことでございますが、市街地の今現在も

住居等が立地しているエリアが多数でございます。その中で土地利用の一体

性も考えまして、あくまでソフト・ハード施策の中で位置づけることで、居

住誘導区域からは今回除外しないということで考えたところです。 

⑥ 続いて、都市機能誘導区域の関係でございますが、恵庭駅北側の都市機能

誘導区域の関係でございますが、恵庭駅周辺における都市機能の集積は、既

存の都市機能が集中している駅の西側を中心に誘導を図る方針としていま

す。こちらにつきましては既存の用途地域の状況を優先しまして、既に誘導

されていることを背景に、一定の都市機能が集中しているエリアを優先的に

強化していくことで考えました。駅の東側につきましては、少し離れる形に

なりますが、国道３６号沿道等も商業施設が集積しておりまして、そちらの
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距離とも比較的近いということもございまして、今回広げるということはせ

ずに、あくまで用途地域を優先した形で、都市機能誘導区域を設定したとこ

ろです。 

⑦ あと、都市機能誘導施設の各部局との調整ということでございますが、今

回の立地適正化計画素案の策定に当たりましては、全庁の中で意見集約する

会議等を設けまして、今回素案を策定しているところです。まず、スーパー

等３,０００平米の規模という企業というのは、生鮮食品や日用品の販売を主

とする中規模なスーパーマーケットや地域密着型の商店が、一般的に３,００

０平米程度ということで考えております。そういったところを各拠点、あと

誘導区域等沿道の拠点等にもそれぞれ誘致していきたいということで考えて

おります。それ以下の規模、コンビニとかは集約というよりは地域密着型で、

それぞれの住居の近くにあるほうが利便性が高いのではないかということ

で、あえて誘導はせずに、満遍なく均等にというようなことも考えまして、

あくまで３,０００平米を超えるということで今回設定したところです。 

⑧ サ高住の施設につきましては、自立、または軽度の介護が必要な高齢者に

対し、安否確認や生活相談のサービスがついた居住を提供する施設となって

おります。こちらを駅周辺の誘導区域に設定集約することで、高齢者の多様

な住居ニーズを満たし、安心して都市部に住み続けられることを可能にする

という目的で設定したところです。そのほかの介護を要する施設につきまし

ては、地域密着型で分散されたほうが、各住民のサービスの向上に資するも

のではないかということで、その他の施設は誘導施設とは位置づけず、比較

的自立性の高いサ高住だけを今回設定したところです。 

⑨ あと、社会体育施設につきましては詳細を書いてなかったんですけれども、

総合体育館のみの設定を考えておりました。プール等の設定やそれぞれ小規

模な体育館につきましては、設定を考えていない状況でした。この記載の内

容ではその辺りを酌み取れないと思いますので、その辺記載の方法について

は修正も含めて考えたいと思います。総合体育館につきましては、日常的な

運動利用だけではなくて、各種大会やイベントの会場としても利用される部

分があるため、市内全域、または市外からの利用客等の用途も多いと考えて

おります。そういったこともありまして、沿道に位置づけられることで、市

外からのアクセスもしやすいということも踏まえて、沿道地域に設定したと

ころです。 

⑩ あと、産婦人科につきましては、立地適正化計画、国の機関、北海道にも意

見照会をしているところでして、個別に道の保健福祉部局とは話はしていな

いところですが、今回意見も出ましたので、その辺も踏まえて、また検討し

たいと思います。 

⑪ 最後に特定用途誘導区域の関係でございますが、そういった制度を位置づ
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けということもあるんですけれども、今回指定を前提とするような特定用途

に該当する施設の具体的な立地の予定が今現在確認されていないことから、

そこまでの設定はしていないということになります。 

⑫ ②順次お聞きをしたいんですけれども、行革の大綱の中で、私御答弁を聞

いていてよく分からなかったんですけど、公共施設総合管理計画の中には盛

り込まない、私は別に公共施設総合管理計画に盛り込んでほしいわけではな

くて、公共施設マネジメントという項目の中に３本計画を入れて、そこの中

に事務事業編も一つの項目として、行革で進捗管理をしていくべきなのでは

ないかというふうに思ってるんですけど、入れる必要はないのかというとこ

ろで再度伺います。 

⑬ ①２点目のＰＰＰが選択肢の一つということであれば、かなり行革を理由

としてというか、ＰＰＰが強力に進められてきたというこの間の経過がある

というふうに思うんですけれども、選択肢の一つというような意味合いであ

れば、今の現状の記述というのはちょっと強いのではないかなというふうに

思いますし、この間の変化というものが十分に反映されていないところなの

かなというふうに思うので、記述の内容について見直す検討が必要ではない

かというふうに思うんですけれども、その点についてのお考えを伺います。 

③立地適正化計画のほうです。緑地保全については分かりました。 

⑭ ④居住誘導の南島松と白樺については、迅速な開発の妨げになるから入れ

るということでした。⑤一方で、先ほどハザードマップの浸水想定区域のほ

うでは、既存の住居があるからなかなか除外できないという話でして、だか

ら１回家が建っちゃうと、なかなか後から外すというのはやりづらくなるわ

けですよね。現状家が建っていなくて、仮に市街化区域の拡大をするとして

も、駅周辺を中心に進めていくということが確認されている中で、あえて駅

から離れた地域を残す必要性というのは、私は薄いのかなというふうに思う

んですけれども、お考えがあれば伺います。 

⑮ ⑤３点目の浸水深の関係です。例えば他の自治体で、浸水深の２メートル

以上を除外をするだとか、浸水までの時間によって除外するだとかというよ

うな設定をしている立地適正化計画があるというふうに承知をしています。

仮に今既存で人が住んでいるところを立地適正化計画の居住誘導から外した

場合に、立地適正化計画の策定をもって何か処分性が認められて、財産権を

侵害されたというような訴訟が起こされるようなリスクというものはあるも

のなのか伺います。 

⑥４点目にお聞きをした都市機能誘導区域の恵庭駅北側の設定について

は、そういう考え方だということなので分かりました。私は広げるべきかな

というふうに思いますが。 

⑯ ⑦５点目の都市機能誘導の中での関係部局との調整については、基本的に
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は分かりました。北海道を含めて今後も協議していただくということなので、

お願いをしたいなと思うんですけれども、１点、商業の部分に関して、３,０

００平米以上が大規模な施設で、それ以下は小規模なものだということだっ

たんですけれども、現状の市内の商業施設を考えたときに、３,０００以上と

いうのはかなり大規模なもので、２,０００平米に行かないものでも、かなり

集客をされているような施設というのもあることを考えたときに、３,０００

という設定の仕方というのはちょっと大きいものなのかな。将来的に人口減

少を考えて、その中で暮らしをどう守っていくかということを考えたときに、

ある程度の規模、例えば１,５００なのか、２,０００なのかぐらい以上のも

のについては、誘導に加えていく必要があるのかなというふうに思っていま

す。ここについても、もう少し個別の商業との兼ね合い、今後商業施設につ

いては商業区域拡大をしていくということを考えているわけですから、そこ

も含めて検討が再度必要ではないかというふうに思うので、その点について

だけ、都市機能誘導区域で伺います。 

⑰ 都市機能誘導で一つ言い忘れたんですけど、誘導施設の中で、例えば認定

こども園、通勤されるときに、駅を起点に通勤をされる方にとっては、やは

り駅周辺に子どもの施設、保育園だとか、認定こども園があるということは

非常に使いやすいものだというふうに思うんですけれども、そういったもの

を誘導施設として誘導する必要というのはないのかということを伺います。 

⑱ ⑪最後に、特定用途誘導区域の設定として具体的な計画がないということ

でした。恵み野駅周辺においては、まさに二次医療機関の移転というものが

計画としてはあるのかなというふうに私の認識ではあるんですけれども、そ

ういった部分に関して、例えば協議をしていく中で、そのようなニーズがあ

れば検討していくような考えというのは必要ないのかということを伺いま

す。 

⑫ 私のほうからは、行政改革の大綱の２点です。まず１点目が、行政改革大

綱に第６次恵庭市地球温暖化対策実行計画事務事業編も位置づけた上で、行

政改革として進捗管理してはどうかといった御意見かと思います。こちらの

行政改革の推進項目に個別対応しております計画につきましては、各所管課

が中心となって推進していくということとしておりますので、こちらに位置

づけたから行政改革のほうで主体的になって進捗管理していくということで

はないんですけれども、こちらにつきましては、いただいた御意見として賜

りまして、今後行政改革推進委員会のほうでも議論を深めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

⑬ もう一点、ＰＰＰに関して、選択肢の一つとして進めていくものというこ

とに対して、記述がかなり積極的、強力に進めていくというような表現では

ないかといったことかと思います。ＰＰＰに関しましては最初の御質問の中
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で、人材不足、労働力不足といったお話あったかと思います。そういったこ

とも今後自治体においては影響が懸念されるということですので、ＰＰＰに

つきましても事務事業の見直しですとか、公共施設の更新計画と連動させつ

つ可能性を検証していく必要があるのかなというふうに考えておりますの

で、表現につきましても、いただいた御意見として、今後推進委員会の中で

議論を深めてまいりたいと考えております。 

⑭ 立地適正化計画の関係でございます。郊外部の未利用地についてでござい

ますが、今現在、市街化区域ということで建てられる条件になっております。

そういった中で、なかなか除外してということも難しいということで、今回

区域に入れているということです。当然土砂災害の警戒区域であるとか、浸

水等の被害等が見込まれる地域であれば、今回居住誘導区域に含めないとい

うことも考えられるところですけれども、将来的な土地利用の密度等も、全

体を含めて一定程度保てるということもありまして、新市街地の状況もござ

いますので、居住誘導区域から外さずに、もし土地利用が進むとなれば、そ

の可能性も含めたものとして中に入れているところです。 

⑮ あと浸水深につきましては、そういった考え方もあろうかと思いますが、

今回は避難誘導道路と合わせることで減災していくということで、居住誘導

区域から除外しないということで考えました。訴訟のリスクにつきましては、

ちょっと明確には言えないんですけれども、そういった中でもし評価が下が

るということで、土地の評価についてもし何か考えに立地適正化計画が絡む

ということであれば、訴訟のリスクは全くないとは言い切れないのかなとは

ちょっと考えているところです。 

⑯ 商業の件ですけれども、こちらの設定についても３,０００がいいのか、２,

０００がいいのかというところは、内部でもいろいろ意見が分かれたところ

です。ただ３,０００平米ということは、日用の生鮮食品のほかにも日用品を

販売するものとして主な規模だということで、あと、用途地域的にも二種住

居以上の用途地域の中で建てられるというような施設になっておりまして、

こちらも各駅の拠点にそういった施設が一つ以上あってもいいのではないか

ということで、合計３,０００ということで設定させていただきました。今後

３,０００等のお店も中に出てこられないというような状況もあれば、またそ

の設定のことも検討していかなければいけないかなと思いますけれども、現

在のところは３,０００でも各拠点に一つずつは誘致できるという、既存でも

あるということも踏まえまして、３,０００ということにしております。 

⑰ 認定こども園の関係です。こちらも認定こども園を含めて保育施設につき

ましては、駅周辺に集約するという、ほかの施設も含めて地域に広く分散し

ているほうが利便性が高いのではないかということで、今回は設定を見送っ

ているところです。 
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⑱ 最後、特定誘導区域については、実際そういったもし建蔽容積等の見直し

等を考えているようなことがあれば、今後個別には検討していきたいと思い

ます。 

  ⑮基本的には御答弁、理解しました。１点だけ、居住誘導区域におけるハザ

ードマップとの関連なんですけれども、やはり３メートルという深さ、図でも

書かれていますけど、１階は全部埋まってしまうみたいな書かれ方をしてい

ます。でも実際に避難ができなくなる水深ということで言うと、１メートル、

腰まで行ってしまうと避難ができなくなるというような状況があるというこ

とを考えたときに、私はやはり１メートルだとか２メートルという設定をし

た中で、居住を誘導していくというような考え方が望ましいのではないかと

いうふうに考えております。なかなかそこは見解の違いですので、御答弁は要

りません。 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

なし 

 

２）その他所管事務調査について終了 

 

●日程４．企画振興部関連終了 

 

  １３時３９分 休憩   

   １３時４９分 再開 

 

●日程５．教育部関連 

１）報告事項 

資料説明⑧ 第４次恵庭市教育大綱について（骨子） 

資料説明⑨ 恵庭市小中一貫教育基本方針について（素案） 

資料説明⑩ 令和６年度恵庭市教育委員会点検評価報告書につい 

      て 

資料説明⑪ 令和７年度全国学力・学習状況調査について 

資料説明⑫ 令和５年度に発生した市内公立学校のいじめの重大 

事態に関する調査報告について 

資料説明⑬ 「恵庭市いじめ防止基本方針」の改定について 
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和合読書推進課長 
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資料説明⑭ 北海道文教大学附属高等学校との包括連携協定の締 

結について 

資料説明⑮ 第６期恵庭市生涯学習基本計画の素案について 

資料説明⑯ 恵庭市立図書館改修基本計画等策定業務について（中 

間報告） 

 

【質疑】 

① 私からは１点、資料ナンバー９になります。恵庭市の小中一貫教育基本方針

の素案についてなんですけれども、先ほどの説明の中で、小中連携教育から小

中一貫教育へということだったんですけれども、その考え方、理念的なものの

説明はありましたけれども、実際に小中一貫教育となるとどのような形にな

るのでしょうか、小中一貫教育というと義務教育学校というイメージで捉え

る方も多いと思うのですが、その点について伺います。 

① ただいまの矢野委員の御質問にお答えします。小中一貫教育の形態につい

ての御質問かと思います。確かに小中一貫教育には様々な形態がございまし

て、素案のほうの本編で言いますと、４ページに形態が記載されているページ

がございます。そちらも参考にしていただきながら、施設の形態としては、施

設一体型、施設隣接型、施設分離型といった形態がございます。今お話あった

義務教育学校の多くは施設一体型が多いかと思いますが、中には義務教育学

校でも施設併設、もしくは分離型といった形での義務教育学校もございます。 

② 施設の形態について分かりました。小中一貫教育といっても、今説明ありま

した施設の形態にしても、組織の運営の形にしても、いろいろ違いがあるとい

うことですけれども、以前私の一般質問の中で、恵北中学校の義務教育学校の

可能性について質問したことがあります。このたびの素案では、１３ページの

恵北中学校区の方向性について記載されていたんですけれども、その中で、将

来的に義務教育学校を設置することについても継続して検討が必要と記載さ

れています。今後の義務教育学校の可能性について、この基本方針ではどのよ

うに押さえていると理解したらいいのかを伺います。 

② こちら検討会議を設けて議論を重ねてきたという経緯がございますけれど

も、検討会議での議論においては、将来的には、恵北中学校区では児童生徒

数の推移や様々な状況を考慮しながら、義務教育学校の設置についても継続

して検討が必要という御意見をいただいたところです。そちらのほうが素案

に反映しております。ですので、恵北中学校区では義務教育学校ありきとい

うことではございませんが、引き続きその可能性も含めて検討していくとい

うことになります。 

また、義務教育学校の可能性ということですと、恵北中学校区には限らず、

先ほどちょっと触れました素案の１５ページに、将来的な展望を見据えた小



３２ 
 

 

 

 

 

矢 野 委 員 

 

 

藤野教育総務課長 

 

 

 

松 島 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

藤野教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

松 島 委 員 

 

 

藤野教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

中一貫教育の充実に向けた検討の視点ということで、中長期的な課題の視点

の中でも、ほかの中学校区においても今後の状況が変化していく中で、あく

まで選択肢の一つとして、義務教育学校の設置の可否の検討という考え方に

立っております。 

③ ということは、義務教育学校ということにはすぐにはならないということ

だと思いますけれども、では実際に、小中一貫教育に取り組むに当たって、

今後どのような形でスタートすることになるのかを最後に伺います。 

③ 検討会議での議論としましては、恵北中学校も含めてですが、各中学校区と

も、当面は現行の形態のまま、小中一貫教育に移行することが望ましいとして

おります。 

 

① 私からも、小中一貫連携教育についてちょっと確認させていただきたいん

ですが、やはり本市としても様々、概要版のほうなんですけれども、課題があ

るということはここに記載されております。いじめ問題ですとか、いろんなこ

とを含めて不登校児童が増加傾向とか、そういった課題解決へ向けてまた進

めていくのかなというふうに思うんですが、小中連携教育から小中一貫教育

へ移行した場合、教職員の配置ですとか、授業形態とか、そういったものとか

教員の負担ですとか、また児童生徒が交流したりというイメージが具体的に

もし分かる部分があれば伺います。 

① 例えば、小中連携から一貫に移行した場合の教職員の部分についてですが、

基本的には配置等の部分については同じという形にはなります。ただ、小中一

貫教育の増で今も交流等はしてございますが、一層それは増えていく、児童・

生徒の交流等は増えていくと思います。ただ、ある程度移行期間においては、

様々な打合せ等も生じますので、移行期間の過渡期としては一定数、教職員の

負担は生じることも想定はしておりますけれども、その部分についても十分

配慮しながら、移行期間、準備期間を含めて移行していきたいと考えてござい

ます。 

② 教職員の方がかなり負担はかかるのかなと思うんですけど、力量向上とい

うことで、研修ですとか何かそういったことが充実した上で、さらにこういっ

た内容を移行に向けて進めていくのかということを最後に伺います。 

② 確かに恵庭市ではこれから小中一貫教育に取り組むということですので、

教職員の理解、あるいは力量というお言葉もありましたが、重要かと思いま

す。既に小中連携で積み重ねてきた中で、小中連携の推進プロジェクトとい

う組織立った取組を積み重ねてきた、その中で教職員同士の議論等も踏まえ

てきて、次のステップとして一貫教育というふうにございますので、小中連

携推進プロジェクトをそのまま小中一貫教育のプロジェクトに移行して、今

までの職員間の関係性も、さらにそこを重視しながら進めていくということ
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で、職員の力量検査、あるいは研修というような意味合いも含めて保障して

いきたいと考えております。 

 

① 私も小中一貫のところ、４ページのところの今表を見てるんですけど、小学

校・中学校併設型、それと小学校・中学校連携型と二つの表がありますよね。

例えば一貫校というのは建屋が一つのことを前提としているんですか、ある

いは建屋が別々だけれども一貫でやるよということなのか。それから、校長先

生がそれぞれ２人いるわけですよね、小学校と中学校。まずそこから伺いま

す。 

② それと、資料ナンバーの１５のほうの生涯学習のほうで、郷土資料館と図書

館という文言が、新しいほうに含んではいるんでしょうけれども、消えたとい

うことで、今までの郷土資料館と図書館の位置づけというか、どういうような

捉え方で考えればいいのか伺います。 

③ それと、ナンバー１６、改修基本計画でＤＯ方式というふうに書いてありま

すよね。設計と建設は分割発注、内部空間の施工を設計と合わせて発注する、

ここをどういうふうに理解したらいいのか伺います。 

① 私からは、素案で言いますと４ページの表に基づいた小中学校の形態につ

いての整理ということで、まず、教職員の部分でいきますと、小学校・中学校

併設型、もしくは連携型とございますが、こちらについては今まで同様、小学

校、中学校それぞれ校長先生がいて、ただ義務教育学校になりますと、校長先

生は１人という違いがございます。ただ義務教育学校は施設一体型が大体多

いというふうな説明をさせていただきましたが、必ずしも一体ということで

はございませんが、小中こちらにあります併設型、あるいは連携型と記載あり

ますけれども、こちらについてはそれぞれ校舎が別にあって。ただ恵庭市の場

合においては連携型といいますのは、自治体をまたぐような広域的な設置の

ことも可能になっておりますが、そちらを示しております。恵庭市は該当しな

いというふうになってますので、こちらで言いますと小学校・中学校の併設型

というような形がまずは当面当てはまるかなというふうに考えております。 

② 私のほうから、郷土資料館と図書館の施策はどこに入ったのかということ

にお答えしてまいりたいと思います。第６期恵庭市生涯学習基本計画の素案

のほうのページ、１２ページと１３ページを御覧ください。１２ページのほう

に、基本施策２、市民のニーズに応じた多様な学びと出会いの充実の部分がご

ざいまして、その中の５、読書活動、生涯を通じて読書を楽しむための学び、

それから７番、ふるさと教育、恵庭らしい地域文化に根差したふるさと教育に

よる学びとございまして、そちらに移動したものでございます。 

③ 図書館の改修事業計画などの関係で、事業手法のＤＯ方式の説明というこ

とでございますが、ＤＯ方式というものが４ページの上の表を見ていただき
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たいんですけれども、資金調達と建設が公共がやることになっていまして、設

計と維持管理運営が民間が担うことになっています。設計と維持管理業務を

一括で発注することになりますので、維持管理運営をやる人の意見を聞いた

設計をしてもらえるということで、よりよい運営がかなうような発注方式に

なっています。建設のところは公共となっていますので、こちらについては設

計と維持管理運営とは切り分けて、設計が出来上がった段階で別の会社に発

注を行うというようなものになっています。 

④ ①学校の一貫教育、要するに義務教育ではないということだから、義務教

育学校をするつもりはない、恵庭は、そういうことですよね。義務教育をす

る前提じゃないんでしょう、この一貫教育というのは義務教育学校というこ

とを前提としてのものなんですか、そこのところだけ伺います。 

  ②郷土資料館、図書館については分かりました。 

  ③それと、ＤＯ方式について、もう一回確認しますけれども、設計と内部

空間の施工を発注するときに一緒に発注するわけですか、そして建築は別に

発注するということですか、分かりました、そういうことであれば納得しま

した。 

④ これから恵庭市が目指す小中一貫教育と義務教育学校との関係でございま

すが、小中一貫教育を目指す際に、いろいろな形態があるというお話をさせ

ていただいた際に、その一つの形態としては義務教育学校というのがござい

ます。選択肢があるか、あるいは目指すのかという意味では、義務教育学校

ありきという考え方ではございませんが、検討会議等での議論も踏まえて、

これから児童生徒、あるいは地域の事情が変わっていく、その部分を鑑みな

がら、義務教育学校の可能性も含めて検討していくということですので、将

来的には義務教育学校、この地域には必要だねという議論にたどり着く可能

性はございます。ただ、今そこを目指してというところまでは踏み込んでは

なく、その可能性も含めてということでの方向性というような整理になって

おります。 

④義務教育学校も可能性としては含んでいますよという意味ですよね、分か

りました。ありがとうございます。 

 

① 非常に重要な項目ばかりなので、ちょっと時間かかりますけれども、よろし

くお願いします。まず、資料ナンバーの８です。教育大綱が今回第４次が示さ

れたということですけれども、今回の報告の中では、生涯学習基本計画の改定

も示されております。教育大綱の五つの柱というのを見ていったときに、非常

に学校教育というか、子どもの部分についての記述が中心になっていて、５番

目で言うと、芸術文化寄りの記述ですし、目標３の部分で言っても、読書活動

体験活動というところで、なかなか生涯学習基本計画でいうところの社会教
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育的なところの視点というのが教育大綱の中では薄いのかなというふうに思

うんですけれども、この部分について、先ほど総合計画の中でということだっ

たんですが、総合計画のほうでは一方で、その施策としてしっかり社会教育と

いうのがうたわれていて、ここの部分というのが教育大綱として盛り込んで

いく必要はないのかということをまず伺います。 

② ２点目、資料ナンバーの９です。小中一貫教育について４点お聞きをしたい

んですけれども、概要版のほうのまず①のところです。背景、理由というとこ

ろで６項目記載があるんですけれども、これを見ていて思うのは、これらの６

点というのは、小中一貫教育以外の方法でも解決できないものなのか、どうし

ても小中一貫を進めなければ、この６点が解決できないというふうに考えて

いるのか伺います。 

③ ２点目です。６項目挙げられている中の（２）の部分でお聞きをしたいんで

すが、教育内容や学習活動の量的・質的充実というのが書かれています。一貫

教育を進めることによって量的な充実が図られるというのはどういうことな

のか、質的という部分もなぜ高まるのかというのはあるんですけど、特に量的

ということが一貫教育によって充実が図られるというのはどういう意味なの

かということを伺います。 

④ ３点目です。この６項目の中で大変大きなところかなと思っております。

（４）のいわゆる中１ギャップという問題があります。中１ギャップというと

ころに関して言えば、この間、小中連携教育を進めてきているにもかかわら

ず、小学校における不登校やいじめの認知件数ですとか、暴力行為の加害児童

数みたいなところの記述がされているようなことというのは増えてきている

のではないかというふうに思うんですけれども、その点についての見解をま

ず伺います。 

⑤ 小中一貫の最後ですけれども、③のところです。推進体制ということで、中

学校区ごとにどのように推進基盤を確立していくかというところがここでは

記載がされているんですけれども、これまでも島松の地区ですとか、柏陽の地

区だとか、小中の校区が基本的に一致しているところについては推進が図り

やすいというところの説明は、一定程度理解ができるものだというふうに思

うんですけれども、さすがに恵庭中学校と恵明中学校というところで言うと、

校区も違う中で、令和８年度の移行期間に移行して、令和９年度以降の運用開

始というのは拙速に過ぎるのではないかなというふうに思うんですが、目指

す姿というものが固まっていない中で、何をどのように検討していくのかと

いうことを伺います。 

⑥ 続きまして、ナンバー１０の教育委員会の点検評価報告書について、７点お

聞きをしたいんですけれども、まず、全部で１６項目の項目設定がされている

ということで、１ページのところで、項の３として点検評価の対象ということ
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で、どういうふうにして選んだのかということが記載されています。過去の昨

年のものだとか、一昨年のものと見比べてみたんですけれども、毎年二、三項

目入れ替えしながら進めているような状況です。考え方としては、教育行政執

行方針だとか、第３次教育推進プログラムから主要な施策を抜いているとい

うことなんですけれども、なかなか項目を見ているとどうなのかなというふ

うに思うところがあって、例えば令和６年度から令和７年度に向けて変更さ

れたのは、スクールカウンセラーの活用というものが不登校対策に変更され

た、通学合宿、体験合宿等の推進が、地域学校協働活動の推進支援に変更され

ているということです。この２項目について、変更を行った理由というのはど

ういったところなのか、まず伺います。 

⑦ 続いて、個別の事業に入っていきたいんですけれども、４ページのところ

で、まず事業番号の４番、「なかよしさわやかＤＡＹ」全市交流会の推進です。

それぞれ目標というところをお聞きをしていきたいなと思ってるんですけど、

目標となる指標というところで文章での記述というのがあるんですけど、ど

ういった目標を設定していって、過去にも割と同じような記述だなというふ

うに思っているんですけれども、課題の部分で全体からの吸い上げとフィー

ドバックの方法に課題があるというようなことなのかなというふうに理解を

しているんですけど、その辺りというのは、どのような取組を令和６年度にお

いては実施されたのか伺います。 

⑧ ３点目です。５ページのところで不登校対策の事業です。これについては今

年度新規で記載されているわけなんですけれども、目標となる指標というの

はどういったところにあるのか、教育支援センターにつながっている児童生

徒数というのは増えているのか、いないのか伺います。 

⑨ ４点目です。６ページで、郷土芸能の体験学習という項目があります。これ

についても、目標となる指標というのがどういったものを目標として設定し

ているのかをまずお聞きをしたいのと、盆踊りとして実施している町内会が

増加しているということや、保存会への子どもの加入者数が増えているとい

うことです。これらは前年度にはなかった記述ですので、それぞれ具体的な数

としてはどの程度実数があるのか伺います。 

⑩ ５点目に、９ページのところなんですけれども、事業番号の１３番でふるさ

と教育支援者育成の推進です。これについても目標となる指標というのはど

ういったものを設定されているのかをまず伺いますのと、これについては令

和４年、５年、６年と記述が変わっていないような状況にあると思うんです

が、記述が変化していない中で、昨年度の自己評価Ｃだったものが今年度評価

Ｂに変更になっているのは、どういったところに要因があるのか伺います。 

⑪ ６点目です。１０ページのところの１４番と１５番ということで、学校教育

施設の整備についてということが記載されています。１６番の地区会館の整
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備もそうなんですけれども、外部評価委員の意見とかを読んでいて、冷房がつ

いたからＡ評価だというようなことが書かれているんですけれども、何を評

価をしてもらいたい項目なのかなというのがちょっとよく分からなくて、仮

に評価をするのであれば、単年度ではない、ある程度中長期の計画があって、

それどおりに進んでいるからいい評価ですねというようなことだったら分か

るんですけど、何を評価してもらいたくてここに掲載しているものなのか伺

います。 

⑫ 最後に、１０ページの１６番の地区会館の整備についてなんですけれども、

教育委員会の点検評価報告ということなんですけど、郷土資料館の事業だと

か、図書館の事業というものを除くと、大人の社会教育に関する部分の点検評

価というのがないような気がするんですよね。施設の整備ということではな

くて、それぞれの課長が２個ずつ、３個ずつ持つとかということの割り振りで

決めてるのか分かりませんけど、公民館だとか社会教育施設におけるソフト

事業みたいなものを点検評価として含めていくようなことが必要ではないか

というふうに思うんですけれども、その点についてのお考えを伺います。 

⑬ 続きまして、資料ナンバーの１１なんですけれども、全国学力・学習状況調

査報告書を拝見いたしました。先ほど御説明の中でもあったんですけれども、

１２ページの中学校の国語と、１５ページの中学校の数学です。昨年と比べて

低下している、特に国語のところを見ますと、生徒数ごとの総分布で見ると、

ゼロ問から５問というところの子がすごく増えているんですよ。１０問から

１４問は全国、北海道と比べても変わらない中で、分からない子がすごく増え

ている。低下の要因というのはどこにあるのかということと、１５ページの数

学でいったときには、今度国語とは違う傾向なんですよね。去年までは１２問

から１６問という割合は全国と変わらなかったわけですよ。それが令和７年

度で言うと、１１問から１５問というところの割合が全国や全道と比べても

減って、ゼロから３問という子が増えている。こういう結果になっている要因

というのがどこにあるのか伺います。 

⑭ 続きまして、資料ナンバーの１２です。いじめの重大事態調査の報告なんで

すけれども、これを見ていて非常に気になったのが、２の（２）重大事態の発

生日のところで、補正なしのため、議会報告なしということです。議会報告さ

れていなくて重大調査が行われている案件というのがほかにもあるものなの

かということを伺います。 

⑮ 続きまして、資料ナンバー１３です。いじめ防止基本方針の改定ということ

でるる御説明をいただきました。１３－２の参考資料で配布をしていただい

た中の２５ページのところで、フロー図を追加していただいたという御説明

です。２のフロー図に関しては分かったんですけれども、１のフロー図、重大

事態の発生報告としては、まず学校から報告が上がってきた場合に、市長にも
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議会にも報告をするというふうな記載になっています。今までとこの部分の

図が変わったのかなというふうに思うんですけれど、２１ページの記述で見

たときには、ここの記述は変わっていなくて、議会に対しての報告をするとい

うところが記述としては読み取れないんですけれども、フロー図と整合して

いるものなのか伺います。 

⑯ 資料ナンバーの１４についてなんですけれども、包括連携協定を締結され

たということで、基本的には恵庭南高と北高と同じということでした。包括連

携協定を締結したことによって、具体的な取組として、来年度から何か予定さ

れているようなことというのがあるのかどうか伺います。 

⑰ 資料ナンバーの１５について１点だけお聞きをしたいんですけれども、１

５―１のほうの資料の１６ページです。基本施策の５、市民が集い学び合う教

育施設の環境整備ということで、本文の２行目からのところですか、社会教育

関係施設があって、これらの施設に市民が気軽に集い学び合い、市民の活動を

広げていけるようというような記述ですけれども、その下ですね、必要な学習

に関する相談体制の充実を図るというような記述があって、こういったこと

はすごく社会教育施設として望ましいことだなというふうに思うんですけれ

ども、現状ではなかなかそういった体制にはなっていないのかなというふう

に感じてしまうところです。これは誰が主体として指定管理者にこういった

役割を求めていくということを想定しての記述なのかということを伺います。 

⑱ 最後、資料ナンバーの１６について３点お聞きをしたいんですけれども、ま

ず１点目に、１ページのところで、リニューアルの基本的な方針としてつなが

る図書館ということで三つの項目が挙げられている。その中で二つ目の囲み

です、人と人がつながるという囲みの中の四つ目で、これまで図書館に興味が

なかった人も呼び込めるような取組を行っていく。これ自体はすごく望まし

いこと、重要なことだなというふうに思うんですけれども、来館者を増やすた

めの取組というのは、価値がある取組、魅力的な取組をした結果、来館者が増

えるんであって、来館者が増えるための取組を行うというのはちょっと集客

が転倒してるのではないかなというふうに思うんですけれど、その点につい

てのお考えを伺います。 

⑲ ２点目に、２ページのところで、先ほど御説明いただいたように、供用や狭

隘化を想定する諸室の合計の半分程度は増築する必要があるということです。

ただ、階下のスペースが減ったりだとか、準閉架というような対応をしていく

ということではあるんですけれども、やはり蔵書数を維持して魅力を高めて

いくためには、閉架も含めてもっとスペースの拡大が必要なのではないかな

というふうに思うんですけれども、半分と言わずに、より面積を拡大していく

ということが必要ではないかということについて、お考えを伺います。 

⑳ 最後に、３ページのところの事業期間ということで、市場調査の結果とし
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ては１０年から１５年の長期を希望する声が多かったということです。この

間それほど長期ではない期間で指定管理を行ってきたわけなんですけれど

も、指定管理の導入から１０年ほどたって、そうした中で職員の方が入れ替

わってきたことだとかもあって、今館長が代わったということもあって、管

理的な立場で長く恵庭の図書館に携わっている人というのがいなくなってし

まっているんではないかなということを心配しています。現在司書として勤

務をされている方で、長期で勤めている方というのはどのくらい、何年くら

い働いている方がいらっしゃるのかということを最後に伺います。 

 

  １４時４９分 休憩   

   １４時５９分 再開 

 

① まず私から、８番の教育大綱の骨子について、今時点で見受けられる際に生

涯学習の観点がちょっと薄いのではないかという指摘かと思いますが、骨子

に基づいて素案のほうにも入っていくんですが、素案の中ではこの後、前回の

第３次もそうですが、生涯学習の基本計画のことも踏まえながら、施策の方向

性だとかその部分で、あるいは骨子に見受けられない例えば不登校の部分だ

とか、骨子の基本目標だけではちょっと見えてこない部分も、この後の施策の

方向性等で肉づけしていくというような考え方でおりますので、生涯学習の

観点もそこの部分できちんと踏まえて落とし込んでいきたいというふうに考

えております。 

② 続いて、小中一貫教育の素案で言いますと、求められる背景理由等の部分

で６点ほどありますが、小中一貫でないと駄目なのか、連携でないとという

ような御指摘もあったかと思います。その部分については、実は小中一貫教

育を進めていく中で、国のほうでいろいろと示されてきているという経緯が

ございます。私どものほうで押さえているのは、まず平成２８年１２月には、

小中を一貫した教育課程の編成実施に関する手引きというのがございまし

て、その中で整理されたものとして、このような背景なども提示されている

ので、こちらを参考としてというふうな押さえ方をしてございます。 

③ その中の（２）では量的・質的充実というのはどのようなことを言ってい

るのかという部分ですが、それについてはこちらも素案の中で若干触れてい

るんですが、平成２０年に学習指導要領の改訂がございまして、その中で、

生きる力の育成だとか、確かな学力という部分、特に確かな学力というよう

な部分の育成ということで、教科によっては実質的に平成２０年度の学習要

領の改訂の際に１割程度増加させてきたというような経緯を触れてまして、

その際の教育内容の質、量ともに充実させていくという変更がございました。

そうなりますと、連携教育での一定の成果もございますが、より効果的な教
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育を展開していくとなると、一貫教育の必要性につながっていくというよう

な押さえ方をしてございます。 

④ また、その中で中１ギャップという部分については、例えば、実質的には

連携教育を進めてきている中で、実際いじめなども増えているのではないか

という見解があるけれどもということですが、こちらについては、私どもと

しては、中１ギャップということが取り沙汰されてますが、中１ギャップの

問題だけではなくて、素案の３ページの部分でもちょっと触れてるんですが、

小中ギャップといいますか、義務教育の小学校１年生から中学校３年生まで

の９年間をしっかり押さえて系統的に取り組んでいくということが大切だと

いうことで、そういうことにおいては小中一貫教育が効果的だというふうに

押さえております。 

⑤ また、中学校区ごとでそれぞれ小中一貫教育へ移行していくという際に、

例えば小学校が複数から進学する恵庭中、あるいは恵明中というのは、その

部分の準備が整うのか、拙速ではないかというような御意見をいただきまし

たが、こちらの部分についてはその辺を見据えて、長らく、恵中、恵明校区の

学区としてのプロジェクトを組んで、その中で議論を積み重ねてきた経過も

ございます。議論の積み重ねた連携の成果を踏まえて、この校区において一

貫教育に進めていくということで既に動いているという実態もございます。

ですので、その際にやはり大変な部分もあろうかと思いますが、準備期間も

しっかり設けて、踏み込んでいけるというふうに私どもは押さえております。 

⑥ 続いて、点検評価の部分でよろしかったと思うんですが、今回１６項目を

お示しした中で、昨年と比べても入れ替えているところもあるが、その辺の

考えはどうなのかという部分ですが、毎年点検評価の項目を上げていく際に、

昨年度、外部評価からＡ評価をいただいたものは、一旦次の評価のときは上

げなくてもいいのではないかという考え方がありまして、そういう意味では、

その後の質問にもありましたスクールカウンセリングの部分、あるいは体験

学習の部分は、今年度テーブルには載っていないがという部分では、昨年度

Ａ評価もいただいたということがございます。ただ、Ａ評価をいただいたら、

次の年は上げなくてもいいというような一旦整理で私どもは進めてるんです

が、担当者の中では、Ａ評価をいただいても、必要性があれば引き続き評価

の対象に上げるという考え方もあるのでないだろうかというような議論をし

てますが、そこは一つ課題かもしれませんが、今時点ではそういうような考

え方の整理の下に、評価対象として担当課の考え方によって、次はこの事業

を評価していただきたいというような上げ方をしているという部分がござい

ます。 

⑬ 点検評価について私からお答えする部分としては一旦以上とさせていただ

きまして、学力・学習状況調査の報告で、例えば調査報告書で言うと、１２ペ



４１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横山教育支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒氏社会教育課長 

 

 

ージの中学生の国語、あるいは１５ページの数学の部分で、生徒数の少ない

層の部分の押さえ方をどのように見るかというふうなことですが、こちらに

ついては私ども指導主事の先生方も含めて相当分析はしていただいてるんで

すが、ただ要因ということで今御質問ありましたが、基本的には一概には言

えないものというふうに押さえております。それが子どものこういった質の

部分によるものなのか、あるいは教師の指導の部分、あるいは家庭の特徴等

ありますので、要因としては複合的な部分がどうしてもあるだろうというこ

とで、そこの理由、要因についての測定は難しいというふうに見ております。

私からは以上になります。 

⑦ 私のほうからは、まずナンバー１０、点検評価の３点目です、なかよしさ

わやかＤＡＹのフィードバックの取組について、まず最初お答えしたいと思

います。なかよしさわやかＤＡＹについては、当日グループ討議等を行って

おりますが、その討議内容を持ち帰りまして、校内でいじめについて考える

機会を持つ学校もありますし、また、市教委としては、全校のみんなでいじ

めの問題を考える日を各学校で設定しているところを各学校から報告をいた

だきまして、その取組について報告書として全校に冊子を配布して、こうい

う取組をやってますという形で全校に共有しております。 

⑧ 次に、点検評価の４点目で、教育支援センターにつながっているお子さん

の不登校対策で、センターにつながっている子どもさん増えていますかとい

う質問だったかと思いますが、令和６年度に、実は教育支援センターに通っ

ているお子さんの人数、あまり変わっておりません。あとは令和６年度に校

内教育支援センターを全校に配置していたために、校外教育支援センターは

増えてはいない状況にあります。 

⑮ 次に、ナンバー１２、いじめの重大事態報告に関しての（２）の発生報告を

議会にしなかったというところでありますが、当時補正はなかったのですが、

本来においては議会のほうに発生報告はしなければいけなかったんですけ

ど、現行の基本方針でありますと、議会への報告を実はすることにはなって

いなかった状況でありました。ただ、補正の便宜上、説明責任もありました

ので、補正の都度報告させていただいております。今後なのですが、次の質

問１３のほうの基本方針の改定の中で、フロー図の重大事態発生報告のほう

です、議会への報告のところで矢印をつけておりまして、本文のほうは記載

されていないのですが、こちらについては御指摘のとおり、基本方針の２１

ページ（１）のところに追記するような形で訂正追記をしたいと思います。

申し訳ありませんでした。教育支援課への質問は以上かと思います。 

⑥ 私のほうからは御質問のあった５点について答えてまいりたいと思いま

す。ナンバー１０のまず点検評価についてでございますが、通学合宿体験事

業が地域学校協働活動に変わった理由ですけれども、こちらは通学合宿体験
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事業でＡ評価をいただいたものでありましたので、今年から新たな施策をま

た上げているところです。 

⑫ それから、点検評価で子どもの事業が多くて、大人の事業の評価が少ない

のではないかという御指摘ですけれども、社会教育課の事業につきましては、

生涯学習基本計画のほうで委員による評価が行われているところです。そち

らはかなり事細かに項目立てて２０項目ほどに分けて、それだけでかなり評

価いただいているところもあって、こちらには子どもの事業を多く挙げてい

るといったようなことになってございます。 

⑯ 続きまして、ナンバー１４の文教大学附属高校との包括連携協定で、来年

度からの事業はありますかという問合せですけれども、こちらは現在は新し

い事業は予定はしておりませんけれども、既に高校ブックラインですとか、

生徒さんたちが作る料理を長寿大学の学生に食べてもらう試食会などを行っ

たりした実績があるところです。新たなものは予定してございません。 

⑰ 次にナンバー１５、生涯学習基本計画についてのページ１６、必要な学習

に関する相談体制の充実の項目ですけれども、誰が主体かという御質問だっ

たかと思います。こちらは小さな質問であれば指定管理事業者がお答えする

というようなこともありますし、例えば大きな相談でしたら、社会教育課を

窓口としたいというふうに考えてございます。具体には、実際にはいろんな

相談が今も来てるんですけれども、なかなか社会教育課が窓口だというふう

なことを気がつかないかと思いまして、社会教育関係団体になることで施設

が半額で利用できることですとか、そういったことを知らない方も結構いら

っしゃるということをお聞きして、こういったことの質問はどこに行けばい

いかといったような項目をホームページで紹介しながら、学習に関する相談

体制をホームページでお知らせしていくといったようなことを想定して書か

れたものでございます。 

⑭ すみません、答弁漏れがありました。ナンバー１２の議会への補正の議会

報告がほかにも重大事態調査ありますかという質問だったかと思います。こ

ちらについてはございません。 

⑩ 私からは、資料ナンバーのナンバー１０、恵庭市教育委員会事業点検評価

報告書のうち事業の１３番のふるさと教育支援者育成の推進についての御質

問についてお答えをさせていただきます。まず令和６年度の目標の水準につ

いてですけれども、郷土資料館で考えております水準としましては、ふるさ

と散歩見学会の実施を年３回予定しておりました。なのでこの事業、年３回

実施して、ボランティアの育成の場を実施できた場合には、当初の３回が実

施できたというような評価を想定しておりました。こうした中で、令和５年

度につきましては、ボランティアの方が事業直前にお怪我をされた関係から、

実施が一度しかできなかったことから、評価をＣとさせていただいておりま
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す。これに対しまして令和６年度は予定どおり、ボランティア参加の下で事

業を３回実施できましたので、自己評価としてはＢとさせていただいたもの

でございます。 

⑱ 私からは、資料ナンバー１６の図書館改修基本計画などの中間報告の関係

で３点であったと思います。まず最初のリニューアル方針のところの人と人

がつながるというところの中の最終欄のところで、方針の中に、来館者を増

やすためのというようなのはどうなんでしょうというようなお話であったと

思います。これについてはおっしゃるとおり、来館者を増やすための取組の

先にあります、そのことで図書館が活性化していくというようなことが方針

として入っていくというところをイメージしておりますので、もう少し書き

加えたほうがいいのかなというふうに思っております。 

⑲ 次に、内部改修イメージをお伝えしまして、この中でもっとスペースが必

要なのではないでしょうか、そのところの御所見をという部分なんですけれ

ども、本日御用意いたしました資料につきましては、内部改修するというイ

メージで作成しております。なので、現在ある諸室を別のものに置き換えた

としてですとか、加えて、共用したとしてという形でつくっておりまして、

こうやって書いているだけでも、とても狭いんだなというようなことが中間

報告では御報告できる段階で、この後としましては、実際にそれぞれに新し

く機能を持っていく諸室がどのぐらいの広さが必要なのかというようなとこ

ろをしっかりつくった上で、不足部分というものを出していくということに

なろうかなと思っています。 

⑳ 続きまして、指定管理期間を１０から１５年の長期にという記載からの、

現在の司書は何年ぐらい勤続してますかというような御質問であったかと思

います。これにつきましては、現在指定管理者へ勤続年数などについての報

告は求めておりませんので、詳細の把握まではできていないんですけれども、

平成２３年度から窓口の業務委託をしておりまして、それ以前から勤めてい

らっしゃる方も数名いるということが分かっておりますので、それだけでも

１５年以上働いてくれているスタッフが数名は残っているというような状況

であります。 

⑪ 私からは、資料ナンバー１０、点検評価の１４、教育施設の整備について

の評価基準について、御説明いたします。良好な学習環境を維持するために

改修工事を計画的に実施することが目標であり、必要な工事を計画的に実施

することが評価されるものと考えております。令和６年度は、良好な学習環

境を維持するために必要となる冷房設備の設置について、何年度にどの学校

に冷房設備を設置するかを計画し、迅速に着手したことが外部評価委員に評

価されたのではないかと考えているところであります。 

⑨ 資料ナンバー１０の郷土芸能の体験学習の推進でよろしかったでしょう
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か、６ページ、こちらも指標は特にあるものではなかったんですけれども、

この年、これまで１０年ほど小学生が一度も入ってこなかったすずらん踊り

保存会に、初めてしばらくぶりに小学生が２名入ったりですとか、もしくは

新たな試みとして、計画の達成状況の３行目に入っておりますけれど、市内

夏祭りにすずらん踊り保存会と出演するイベントを企画し、小中学生に案内

を行い、体験学習したことを発表する場としたという、こちらなどが評価の

達成状況を示しているところでございます。 

⑫ 地区会館につきましては基本貸館業務となっておりますので、ソフト事業

等は特に現状実施していないところです。 

①順次再質疑をしたいんですけど、まず、資料ナンバー８の大綱に関して

は、素案の中で施策の方向性ということについては理解をするんですけれど

も、目標ということでの設定が、そうすると社会教育に関してはないという

ことになってしまうのかなというふうに思いますので、そこも含めて御検討

いただければなというふうに思います。答弁は要りません。 

㉑ ②小中一貫教育については再質疑をしたいんですけれども、御答弁をいた

だいたように、求められる背景・理由のところで、国から示されているもの

もあるということで、確かに六つ上がってるうちの最初の一つ目、二つ目だ

とかというのは国の考えですよね。だから、恵庭市にとってそれを推進しな

ければならない理由ということではあんまりないなというふうに感じている

んですけれども、３、５、６に関しても、小中一貫の方法でなければ解決でき

ない課題だというふうにはとても見えないんですよね。唯一関連しそうなの

は、中１ギャップの解消というところですけれども、そこに関しても連携を

深めるということでも、十分に解決できる余地というのはあるのかなという

ふうに思うんですが、一貫でなければ連携の推進では足りないということに

ついて、再度お考えを伺います。 

㉒ ③２点目です。量的・質的というところで、既に指導要領が変わって、量的

にも増えているということであれば、量的な充実が一貫教育をしなければな

らない理由ということにはならないんだというふうに思うんですよね。だか

ら合わせて必要なことだとしても、そういうふうにはならないんだと思うん

ですけれども、そこで一貫教育を進めることによって、素案のほうの１０ペ

ージに書かれているような相互の乗入れ指導だとか、専科指導の充実という

ようなことは、確かに質的な向上として考えられるのかなというふうに思う

んですけど、それについても連携の中でできる余地というのはあると思いま

すし、単純に分離、分かれている中であったとしても、専科を加配するとい

うことでも同じような効果というのは期待できるんではないかというふうに

思うんですけれども、単純な専科の加配では駄目で、一貫教育でなければ質

的充実が図れない、また、一貫教育によって量的な充実が図られるというこ
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とをもう一度具体的に伺います。 

㉓ ④３点目です。中１ギャップの解消ということですけれども、確かに素案

の６ページのところで、不登校児童生徒の増加傾向というようなことが書か

れていて、中学校入学後に増える傾向に加えて、中２、中３でも増加する傾

向が見られるという記述があります。だけどこの間、中１ギャップの解消の

ために小中連携を進めてきた中で、決して小学校段階における不登校だとか、

中学校における不登校は減ってないと思うんですよね。今連携を進めてきて、

一貫になればそれが減るんだとして、連携を進めてきた中で減っていないも

のが、なぜ一貫になればそれが減るのかというと、私、論理的に整合してな

いというふうに思うんですけれども、逆にこのまま進めていってしまうと、

中１ギャップの長期化みたいな、小学校低学年の段階から中学校に入ってし

まうようなところで、中１ギャップ、中学ギャップが長期化してしまうよう

な懸念というのを持つんですけど、仮にそうじゃないんだとするならば、よ

り連携が進んでいる先行している学校において、それとは違う全体とは違う

傾向があるんだとか、そういった実際の数値というものが示していただける

のであれば、そういった部分が評価できるのかなというふうに思うんですが、

連携を深めることによって中１ギャップは解消しているという恵庭市内の実

績について伺います。 

㉔ ⑤４点目の推進体制、恵庭中と恵明中の部分です。いずれにしても、方向

性というのはなかなか変わらないのかなというふうに思うんですけれども、

既に学区としての議論の積み重ねだとか、既に動いているという御答弁があ

りました。確かに内部的にはそういった議論を積み重ねてきて動いているの

かもしれないんですけど、先日の教育委員会を傍聴していても、なかなか教

育委員の方を含めても、十分に一貫教育の必要性ということが浸透してない

のかなというふうに感じます。加えて言うならば、これは多分、地域の中に

おいても同様で、決してそういった理解が進んでいるような状況にはないと

思うんですよね。特に今地域コミュニティ自体も希薄化ということが言われ

ている中で、やはりこれまで小学校を中心に地域のコミュニティが形成され

てきたということを考えると、拙速に進めると、逆に地域コミュニティに対

しても悪影響を与えるようなことにならないのかということを懸念をするん

ですが、そういった部分も含めて地域理解というものを醸成するための何か

取組を考えているのか、今のままで進めていけるというお考えなのかを再度

伺います。 

㉕ ⑥資料ナンバーの１０です。項目の設定の変更の理由については一定理解

をしましたが、最初の設定の考え方として、Ａ評価を得たものは外すという

ところは分かったんですけど、一方で、大人の事業に関しては、社会教育課

の事業のほうで評価をしているからということでした。ただ、地方教育行政
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法によって、こういったものを広く市民に対して報告していくという制度の

趣旨から考えれば、社会教育の事業として報告をしているからということで

はなくて、むしろ全体の中で教育大綱の中で示している中で、一定数は大人

の社会教育、生涯学習に係る部分についても報告をしていただくというよう

なことが必要ではないかというふうに思うんですけれども、再度伺います。 

㉖ ⑦２点目のなかよしさわやかＤＡＹです。これについては過去の点検評価

報告の中でも、そういった指摘を受けているところだというふうに思うんで

すけれども、やっていることの意義自体は否定するものではないんですけれ

ども、そういった事業を継続的に実施してきている中で、いじめが減少して

きていない、トラブルが増えてきているということからすると、学校の一部

の児童生徒だけを抽出して、それを持ち帰るという手法だけでは、やはりい

じめの根絶というところに対しては、十分な評価をできているというような

評価は難しいのではないかというふうに思います。それであれば、抜本的に

この事業の見直しということを進めていかなければならないのかなというふ

うに思うんですが、その点についてのお考えを伺います。 

㉗ ⑧続いて、３点目です。不登校対策の部分について、教育支援センターに

つながっていなくても、校内教育支援センターにつながっているということ

で評価がいいというのは理解ができます。ただ、そういったことも含めて、

ある程度目標となる指標というのを設定して、もちろん数だけではないとい

うことは理解しながらも、ただ、それを外部の委員の方が短い時間の中で報

告を受けて評価をする、地方教育行政法では、それを議会に対しても、市民

に対しても報告をするということからすれば、やはり一定の成果指標なり、

目標とするものがあった上で評価をしていくということが必要ではないかと

いうふうに思うので、そういったことについても記載した中で、評価を受け

ていくようなことが必要ではないかというふうに思うんですが、そのお考え

を伺います。 

⑨郷土芸能の体験学習について、近年、珍しく新規の加入者がいたという

ことは評価をするべきところだというふうに思うんですけれども、やはりこ

ういったところに関しても、盆踊りとして実施している町内会が増加したと

かということであれば、やはり幾つあったものが幾つに増えたのかだとか、

そういったことがないと、客観的な評価というのはできないのかなというふ

うに思っています。全体的にそういったところで抽象的な記述ということだ

けではなくて、評価を求める上での具体的な指標というものを記載していっ

ていただく必要があるのかなというふうな考えです。答弁は要りません、こ

の点は。 

㉘ ⑩ふるさと教育の支援者育成についても、３回の実施というのが一つの基

準であるけれども、それが１回にとどまったというようなお話でした。ここ
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でお聞きをしたいのは、何回実施をしたからということではなくて、かなり

教育大綱の中だとかでも、ふるさと教育の推進というのが大きな位置を占め

ているわけですよね、社会教育の中でも大きく位置づけされている中で、そ

れを進めていくために、限られた大人向けの事業であるはずの、これは子ど

も向けのボランティアというところですけれども、ふるさと教育の支援者を

育成していくという取組に対して、何人支援者が育成されて、何人の方が実

践の場に参加されて、かなり細かいところを報告するのが地教行法が求めて

いる報告ではないわけですよね。大きなふるさと教育の推進に対して、これ

がどれだけ役に立ったのかということを報告していただく必要があるのかと

いうふうに思うんですけれども、そういったことを考えたときに、ただボラ

ンティアガイドを育成するということだけで十分なものなのか、そもそもふ

るさと教育というのが誰に対して、何を教育してというところがもう少し明

確になってこないといけないのかなというふうに思っております。そこも含

めて、現状の評価の仕方でよいのかということを伺います。 

⑪学校教育施設の整備に関してはちょっとよく分からなくて、予算がつい

て何個を実施しますというのが予定どおりできたから、評価として丸だとい

うことであれば、よしあしというのが難しいのかなと思うので、私はもう少

し長期で考えていく必要があるのかなという考えです。 

㉙ ⑫最後の地区会館に関して、次長の答弁では、基本貸館であるのでという

ことでした。ただ、先ほど生涯学習基本計画の中でお聞きをした教育施設の

環境整備のところでは、必要な学習に関する相談体制の充実を図るというこ

とでした。簡単なことに関しては施設のほうで答えるけれどもという答弁だ

ったんですけど、ただ、社会教育施設に対して何を求めるのか、公民館だか

らできて、地区会館では全くソフト的な部分が今できてないというところの

反省に立って、そこを改善していくことを生涯学習基本計画に書かれたんだ

というふうに思ったんですけど、だから今後も基本貸館だからということで

言ったら、生涯学習基本計画と整合が取れないわけだというふうに私は理解

するんですけど、再度そこについてのお考えを伺います。 

㉚ ⑬学力・学習状況調査については、指導主事を含めて分析をしても要因の

特定は難しいということでした。こういった部分も含めて、今小中一貫教育

を推進していくことによって、例えば学力についても質的な向上を図って高

めていくというようなことが推進されている中で、少なくとも今連携教育の

中で、そういった原因が分析できないということであれば、そもそも小中一

貫を進めたとしても、求めているような目指しているような成果というもの

が導き出せるものなのでしょうか、とても難しいのかなというふうに思うん

ですけれども。それであれば、現場の負担を増やすようなことではなくて、

もう少し現場の中で余裕を持って一人一人の児童生徒と向き合える時間を確
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保していくことのほうが意義が大きいのかなというふうに思うんですけれど

も、学力・学習状況調査の分析について、再度伺います。 

⑭⑮⑯資料ナンバーの１２、１３、１４については分かりました。 

㉛ ⑰資料ナンバーの１５について言えば、先ほどの御説明の中で、指定管理

者にそういった役割を求めていくということではなくてであれば、この記述

にはならないのかなというふうに思うんですけど、相談体制の充実を図ると

いうのは、社会教育課の方が施設にいるわけではないと思いますし、この記

述と先ほどの御答弁の整合性というのがよく分からないので、再度お考えを

伺います。 

⑱⑲図書館の改修計画の１点目と２点目については分かりました。 

㉜ ⑳３点目、勤続年数の報告は求めていないということです。ただ、心配す

るのは、指定管理の期間が長期化することによって、管理的な立場で恵庭市

の図書館に関わっていく方というのが減ってしまうことです。現場の中で司

書の方が１５年勤めているということはもちろん大切なこと、ありがたいこ

とだというふうには思うんですけれども、そういった方が意思決定だとか、

方針を決定していくような立場にはないんだとするならば、必ずしも求めて

いるものではないのかなというふうに思ってます。より長期の契約期間とな

ったときに、何か見直しをするような機会というのは失われてしまうわけで

すから、そういうことを考慮したときに、指定管理の中での人材育成に関す

る考え方というものを盛り込む必要があるのではないかなというふうに思う

んですけれども、その点についての人材育成についての考え方を指定管理の

条件なり、公募でプロポーザルをしていくときに盛り込んでいく必要という

のはないのかを伺います。 

㉑㉒ まず私から、小中一貫教育に係って小中一貫教育が求められる背景・理

由、こちらの概要版で行きますと、概要のほうに６点ほどありますがという

ことで、確かに先ほど触れたように、（１）、（２）は国の平成２８年度の手引

きから、ほかの部分についても、国のほうで示されている背景・理由の一般

論として整理されたものをこちらで利用しているという、全国的な状況の動

きとして押さえたものです。それが恵庭市にどうなのだという部分について

は、同じく概要①の下段のほうについては、本市における教育課題という部

分で一旦整理させていただいたり、それに対しても今まで小中連携教育推進

委員会を基に連携という部分でアプローチしてきたという経緯があるとい

う、整理としてこちらにはされております。 

㉓ それに対して、一貫教育の部分について、例えば不登校の部分については

実態どうなんだ、連携を進めてきたが、確かに残念ながら減っているという

状況ではない中で、これまで進めてきた実態がそうであれば、一貫教育にな

れば、それが解消あるいはしていくのかという、仮に数値的なものも裏づけ
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があるのかというお話ですが、数値的な裏づけというのはございませんけれ

ども、連携教育を進めていく中ではなかなか好転していかない部分もありま

すし、連携教育だけで不登校の解消ということではないと私は思うんですが、

ただ、実際足りない部分を一貫教育に進めることで、例えば、情報交換の部

分を小学校・中学校で目指す子ども像をしっかりと共有して、９年間体系、

立てていくことで、中１ギャップのみならず、小中のギャップを９年間しっ

かりと押さえるという形で、そこのところ、解消にアプローチしていくとい

う考え方は、私は間違っていないと思っております。 

㉔ また、その際に恵庭の中学校でいきますと、恵中と恵明中の部分について

の区域性としてはなかなか難しいんではないかという部分ですが、２８年か

らの小中連携推進会議の中では、様々なプロジェクトテーマを設けながら、

恵中・恵明、そしてそれに係る和光小・恵小の教職員がラウンドテーブルの

中で議論してきた積み重ねがあります。そこで共有できてきたものもありま

す。ですので、そこの部分については素案の部分でも若干触れてますが、特

に恵庭中学校と恵明中学校の中学校間における連携の強化の必要性はうたわ

せていただいてますが、そこにおいてほかの校区よりは難しさを抱えている

かもしれませんが、着実に進めていけるものと思っております。 

  ただ、その際に地域の部分でいきますと、このまま進めて悪影響がないの

か、何か考えているのかという御質問も併せてございましたが、私どもとして

は、確かにこれから地域住民の方への説明もしっかりしていかなければなら

ないというような課題意識を持ってございます。現在、コミュニティ、学校や

協議会も全校に設置されまして、今恵庭市ではこういう動きを取っていると

いうのは、春先から学校運営協議会の場を借りまして、説明といいますか、情

報提供の時間をいただいたりというような動きも取り始めておりますが、そ

れは引き続きと思っておりますし、この方向性が見えましたら、それを伝えて

いくようなリーフレット等の作成も通して、しっかりと地域住民の方にも理

解をしていただくようなプロセスを経ていきたいと思っております。 

㉚ それに関わって学力の部分で、例えばこういうような実態がある中で、小中

一貫教育を進めていって、連携教育でも成果がどうだったんだろうか、その中

で一貫教育に移行していってどうなんだろうかという部分で御指摘が最後あ

ったかと思います。確かに先ほどお話ししたとおり、学力の結果を明確に要因

を特定してこれだというようなことはできないと思って、要は複合的な要因

があるということで、１点突破のみの要因というふうにはなかなか分析でき

ないと踏んでおりますが、その中で学力の応援といいますか、地域の応援もこ

れからますます重要と思っておりまして、その部分については現にコミュニ

ティ・スクール等で学校での学力向上の取組を支援するような動きも出てき

ている中で、小中一貫の中では一つの効果として、小中一貫教育に取り組むこ
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とで、地域とともにある学校づくりについても寄与していくというような観

点からも、ある程度支援に結びついていくものと思っております。そのことが

教職員の負担軽減にもつながる面も少なからずあろうというふうに考えてお

ります。 

㉕ 私のほうからは、点検評価に大人の評価をもう少しというお話でございま

したけれども、社会教育のほうで持っている評価団体ですけれども、生涯学習

基本計画の評価をしていただく生涯学習推進協議会のほかにも社会教育委員

の会議、そして公民館運営審議会と、三つ実は持ってございまして、どの会議

体も事業の評価を現在行っているところでございます。点検評価につきまし

ては、教育部で持つ全ての課の事業について評価しておりますので、今後も社

会教育関係の大人のためのものは、現在持っている三つの団体で評価してい

きたいというふうに考えているところでございます。 

㉛ そのほかにもう一点、生涯学習基本計画の先ほどの必要な学習に関する相

談体制のことでございます。基本施策５、市民が集い、学び合う教育施設の環

境整備ということでございます。市民が集い、学び合うための相談体制を整備

しますということでございます。今後分かりやすく様々な施設が持つ情報を

公開し、それでも伝わらない場合には、社会教育課、もしくは市民会館や公民

館、生涯学習施設かしわのもりの指定管を受けている事業者が、それぞれ細か

い相談に乗っていくといったようなことを目指してまいりたいという計画に

なってございます。 

㉙ 私からは、地区会館の貸館の先ほどの御説明についてのことですけれども、

先ほどの御説明につきましては、点検評価の項目に地区会館のソフト事業は

ないのかということでしたので、ソフト事業はやってませんという説明だっ

たということで御理解いただければと思います。 

㉘ 私からは、資料ナンバーの１０のふるさと教育支援者育成の推進について

の報告内容について、御説明させていただきたいと思います。委員言われます

ように、現在の記載内容、少し分かりづらい内容になっているかと思いますの

で、今後は、計画だとか、この目的に合わせて分かりやすい水準、そして達成

状況が明確な報告となるよう工夫してまいりたいと考えております。 

㉖ 私のほうからは、再質問で点検評価、まず、なかよしさわやかＤＡＹのほう

の事業の見直し、それから検討等必要ではないかという御質問だったかと思

いますが、こちらに関しては、いじめ見逃しゼロを目標にしまして、今後の事

業内容を含めて検討してまいりたいと考えます。 

㉗ 次に、不登校対策についての再質問で、目標となる指標、一定の成果が見え

るような指標等の記載が必要ではないかというところ質問であったかと思い

ますが、今後の目標に関しましても、不登校をゼロにするのが目標ではなく、

どこにも学びや支援が、アクセスできない子どもたちを少しでも減らせるよ
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うな目標設定を成果として、こちらのほうに記載するような形で考えたいと

思います。 

㉜ 私からは、指定管理業務が長期化することで、管理者としての育成といった

ような研修が資料の中で入っていたほうがいいのではないかというようなお

話であったかと思いますが、現在も３年ですとか５年というもので指定管理

業務を出していますが、現時点においてもそのことの項目というものは仕様

の中に含めておりませんが、既に次の管理者というような形での研修を進め

てもらっております。今後長期化することによって、やはり管理していく方に

ついても育成は必要であると思いますので、次、仕様を整理するときには、そ

ういったことも研修の中に含めるというようなことも検討していきながら含

めていきたいなと思っています。 

  ㉗不登校対策の部分については、先ほど課長の御答弁で、学びや支援につな

がっていない児童生徒数というところで、私も同じで、別にゼロというところ

ではなくて、しっかり何かつながっているところが増えていったらいいなと

いうふうに思っていますので、そこは同じ思いかなというふうに思います。 

㉝ ㉑㉒小中一貫だけ最後お聞きをしていきたいんですけれども、やはり御答

弁を聞いていても、内部的に検討がされてきたというようなところは分かる

んですけれども、それが地域の中で、市民の中で、保護者の中でどれだけ浸透

しているのかというと、やはり非常に時期尚早だなというふうに感じていま

す。そういった意見が教育委員会の中でも、どれだけそれが地域に理解されて

るのかという発言が出ていたところからも分かるように、地域の理解という

のがしっかり得られた中で私は進めていくべきところなのかなというふうに

思っています。学校運営協議会の中でも今後も説明していくということなん

ですけれども、そこをだけではなくて、もっと幅広い市民だとか、保護者の中

に、事務局だけではなくて、教育委員も含めて入っていった中で、しっかりと

理解が得られているかというところを進めていっていただきたいなというふ

うに思います。そこについてのお考えを伺います。 

㉞ ㉓２点目です。９年間を見通した中でのアプローチは間違えていないとい

うような課長の答弁なんですけど、ただ、国が進めてきた２０２０年からの例

えば小学校の英語の必修化だとか、中学校文化を小学校に持ち込むことによ

って、逆に子どもたちが息苦しくなってしまっているのではないか、だから国

が進めようとしている今の教育改革によって、どんどんとそこで学ぶ子ども

たちが息苦しくなって、不登校やいじめが増えてしまっているんではないか。

だとすると、そこは一旦立ち止まって考えなければいけないんではないかと

いうふうに思うんですけれども、それがまさに恵庭の中での課題として見た

ときに、国が言う小中一貫を進めれば、解決してばら色ですよということには

とてもなっていないと思うんですよね。それは恵庭の今の子どもたちの実情
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や、現場の先生たちが感じているところからしっかりと酌み取って、方向性を

見直していくようなことが必要ではないかというふうに思うんですけれども、

そこについてのお考えを再度伺います。 

㉟ ㉓中１ギャップというところについて最後お聞きをしたいんですけれども、

私、今回委員会に臨む前に過去の状況を見たんですよね、平成２４年だとか、

１０年くらい前のときで言ったら、小学校で不登校は１桁とかだったんです

よ、中学校でも５０人ぐらいはいたと思うんですけれど、それが僅か５年か１

０年の間に何倍にも増えている。それだけ今進めている教育が、社会の変化だ

けではなくて、やはり変化してきてしまっている、変化させてきてしまってい

るところがあると思うんですよね。そういう何か息苦しさを感じている子ど

もたちが増えているとしたときに、９年間同じ学校で、同じ先生で、同じ児童

生徒で、閉じられた空間で過ごし続けていくとなったときに、例えば一度不登

校になってしまった子どもたちが、環境を変えられるきっかけはほかに何か

つくれるんでしょうか。非常に大切な基礎自治体が支える義務教育の過程の

中で、何かほかにきっかけをつくれるのかということを考えたときに、私は小

中一貫によってのデメリットというのが非常に大きいのではないかというふ

うに思うんですけれども、デメリットを上回るメリットというのが、とても今

までの御説明の中では感じられないんですけれども、最後にそこについての

お考えを伺います。 

㉝ 小中一貫教育に関わって、地域あるいは市民に対しての理解を考えたとき

に、時期尚早ではないかという御意見だったと思うんですが、それについては

時期尚早ということではないんですが、今後ますます教育委員さんの御意見

も踏まえますと、やはり地域、保護者への理解はしっかりと得られた中で進め

るべきだという意見では、私も同じ考えでおります。そこの部分について、学

校や運営協議会の場でというのも私、口にはしましたが、当然そういう場も必

要ですが、それ以外も含めていろんな場を捉えて、この取組についての理解を

深めることはしていくべきだというふうに考えております。 

㉞ 次に、９年間を見据えたアプローチの場合に、子どもたちがかえって息苦し

くなるのではないかというような、立ち止まるべきではないかということで

ありますが、おっしゃるとおり、子どもたちのためにということで考えてござ

いますので、子どもファーストという部分では一致してるかと思います。恵庭

市では連携教育の培ってきたもので、間違いなく成果があったというふうに

感触を受けております。今このタイミングで一貫教育というふうな部分につ

いては、私的には満を持してというような感覚もございます。管内では既に北

広島やほかのところでも進めていますが、情報の交流の中では、そういったよ

うな柏野委員が御指摘されたような問題というのは、今時点では聞いている

というような形ではございませんが、いずれにしても、これまでの課題、連携
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教育においてもやっぱり課題があるという押さえはありますので、それを少

しでも解消に向けていくということでは、一貫教育の中で、９年間を見据えて

小学校と中学校が様々なことを共有して手を取り合って取り組んでいくとい

うことを思って、そこを打開していくという考え方は、連携教育の培った実績

も見ながら、この中で踏み切っているというふうに私は理解しております。今

後もそこをしっかりと取り組んでいきたいと思ってます。 

㉟ 中１ギャップの部分の押さえ方、同じく先ほどの一つ目の質問で息苦しい

という中で、９年間同じ閉じられた空間でということでございますが、閉じら

れた空間という理解の仕方はいろいろあろうかと思いますが、ちょっと捉え

方によっては語弊もあるのかなと思いながら私聞いておりましたが、基本、小

中連携教育の先ほどの形態のお話もありましたが、今のスタイルを大きく変

えるということではないです。今の形態を基本的には継続しながら、中身の部

分では一貫教育のエッセンスの部分を協議しながら詰めていくというふうに

考えておりますので、そこについては一貫教育を持ち込むことで、先ほどと重

なりますが、子どもたちにとっては、デメリットという表現もありましたが、

息苦しいような状況にならないように、現場での教職員の方々ともきちんと

議論しながら、どのような形が子どもたちにとっての小中一貫教育の取組に

なっていくかというのは、そこを踏まえて、当然進めていきたいと考えており

ます。 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

なし 

 

２）その他所管事務調査について終了 

 

●日程５．教育部関連終了 

 

（理事者・執行部退席） 

 

【委員間協議】 

●日程６．閉会中の所管事務調査項目について 

 ・調査項目は、柏陽地区の土地利用再編事業の進捗状況について。 

 ・前回の委員会中の委員間協議で決定された指定管理者モニタリング会議報 
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告に係るアンケート結果の資料要求について、委員長が所管課へ確認するこ 

ととした。 

 

●日程７．その他 

 ・日程１．付託案件審査において、可決すべきものと決定された議案第５号 

恵庭市高等学校等奨学金支給条例の制定についてに対して、全会一致によ 

り、委員会として附帯決議を付することに決定した。 

また、委員間協議で整理した内容を基に委員長が附帯決議の文案を作成し、 

委員へ通知することとした。 

 ・令和８年１月中旬の行政視察の日程、留意事項等について確認した。 

 

 委員長が閉会を告げる。 

（１６時１９分 終了）   

 


